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社内で回覧してください

大月法人会ホームページからも
ご覧いただけます。

▲村の花「サンショウバラ」
（山中湖村提供）

▲村の木「イチイ」

令和４年 9 月１日 発行 （国税庁 e―Tax キャラクター　イータ君）大月法人会は e―Tax を推進しています。

▲村の鳥「白鳥」
（山中湖村提供）
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令
和
四
年
五
月
二
十
日
㈮
、
ハ
イ
ラ
ン

ド
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
＆
ス
パ
に
於
い
て
開

催
。
定
時
総
会
開
会
前
に
、
Ｂ
Ｒ
Ｉ
Ｃ
ｓ

経
済
研
究
所
代
表
で
経
済
評
論
家
の
門
倉

貴
史
氏
に
よ
る
「
知
ら
な
い
と
損
す
る
！

こ
れ
か
ら
の
日
本
経
済
」
と
題
す
る
特
別

講
演
会
を
開
催
し
、
会
員
・
一
般
含
め

百
七
十
六
名
が
聴
講
さ
れ
ま
し
た
。

大
月
法
人
会

第
十
一
回
定
時
総
会

特
別
講
演
会

　

定
時
総
会
で
は
、
令
和
三
年
度
決
算
報

告
の
承
認
を
始
め
、
予
定
さ
れ
て
い
た
議

案
す
べ
て
が
原
案
通
り
承
認
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

な
お
、
飲
食
を
伴
う
懇
親
会
は
、
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
防
止
の
観
点
か

ら
中
止
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

来
賓
名

　

大
月
税
務
署
長　
　

   

林　
　

英
一 

様

　

東
京
地
方
税
理
士
会

　
　

大
月
支
部
長　
　

   

渡
邊　

儀
春 

様

　

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

　
　

会
長　
　
　
　

   

髙
野
孫
左
ヱ
門 

様

　

大
月
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
　

統
括
国
税
調
査
官   

山
口　

雄
一 

様

　

大
月
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

　
　

審
理
上
席
国
税
調
査
官   

木
村　
　

宏 

様

　

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

　
　

専
務
理
事　
　
　

   

酒
井　
　

信 

様

　

大
同
生
命
保
険
株
式
会
社
多
摩
支
社

　
　

甲
府
営
業
部
長　

   
民
部　

泰
輔 

様

　

Ａ
Ｉ
Ｇ
損
害
保
険
株
式
会
社

　
　

山
梨
支
店
長　
　

   

大
西　

正
人 

様

　

ア
フ
ラ
ッ
ク
生
命
保
険
株
式
会
社

　
　

山
梨
支
社
長　
　

   

川
島　

俊
彦 
様

表　

彰

一
、
会
員
増
強
表
彰

　
　
　
　
　
　

   

銀
賞　

都

留

支

部

二
、
保
障
制
度
元
請
会
社
優
績
社
員
表
彰

　
　

ア
メ
リ
カ
ン
フ
ァ
ミ
リ
ー
生
命
保
険
会
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

河
内　

良
美 

様

　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

白
井
恵
美
子 

様

大
月
税
務
署   

林
　
　
英
一
署
長   

ご
祝
辞

山
梨
県
連   

髙
野
孫
左
ヱ
門
会
長   

ご
祝
辞

大
月
法
人
会   

細
田
幸
次
会
長   

挨
拶

税
理
士
会   

渡
邊
儀
春
大
月
支
部
長   

ご
祝
辞

特
別
講
演
会
　
門
倉
貴
史
氏
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表
彰
式

会
員
増
強
表
彰

保
障
制
度
元
請
会
社
優
績
社
員
表
彰

関
係
民
間
団
体
長
会

　

六
月
十
三
日
㈪
、
大
月
税
務
署
三
階
会

議
室
に
於
い
て
開
催
さ
れ
、
令
和
三
年
度

事
業
・
決
算
報
告
及
び
令
和
四
年
度
事
業

計
画
・
予
算
案
が
原
案
通
り
承
認
さ
れ
た

他
、
例
年
七
月
開
催
の
税
務
署
新
幹
部
及

び
各
団
体
役
員
と
の
交
流
を
目
的
と
す
る

令
和
四
年
度
の
「
大
月
税
務
署
管
内
関
係

民
間
団
体
意
見
交
換
会
」
は
、
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
感
染
防
止
の
観
点
か

ら
中
止
を
決
定
し
ま
し
た
。

　

七
月
二
十
七
日
㈬
、
大
月
税
務
署
三
階

会
議
室
に
於
い
て
開
催
さ
れ
、
税
務
署
定

例
人
事
異
動
後
初
会
議
と
な
り
、
出
席
者

の
自
己
紹
介
、
各
団
体
及
び
税
務
署
か
ら

の
連
絡
・
報
告
が
な
さ
れ
ま
し
た
。

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

第
十
回
定
時
総
会

　

令
和
四
年
六
月
十
四
日
㈫
、
ア
ピ
オ
甲

府
に
於
い
て
開
催
さ
れ
、
当
会
よ
り
十
五

名
が
出
席
し
ま
し
た
。

　

総
会
終
了
後
の
表
彰
式
に
お
い
て
、
当

会
よ
り
次
の
方
々
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

全
法
連
功
労
者
表
彰

常
任
理
事
　
　
　
　
　
常
任
理
事

　

㈱
ミ
ネ
ル
バ　
　
　
　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

　

越
石
　
賢
一
様
　
　
　
餌
取
　
一
成
様

表
彰
式

県
連
功
労
者
表
彰

常
任
理
事
　
　
　
　
　
理
事

　

甲
陽
産
業
㈱　
　
　
　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

　

三
木
　
範
之
様　
　
　

渡
邉
　
千
恵
様

専
務
理
事

　
（
公
社
）大
月
法
人
会

　

小
笠
原
能
久
様
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顧　

問

　
滝
口
　
哲
夫

　
原
田
　
　
威

相
談
役

　

堀
内
　
富
久　

堀
内
電
気
㈱

　

長
田
　
富
也　

ア
イ
ト
ー
電
子
㈱

　

槇
田
　
則
夫　

㈱
槇
田
商
店

　

新
名
　
米
光　

㈱
新
名
製
作
所

　

細
谷
　
憲
二　

中
央
観
光
㈱

　

外
川
　
凱
昭　

㈲
山
岸
旅
館

　

小
林
余
し
緒　

小
林
工
業
㈱

★
小
嶋
　
俊
学　

㈱
山
梨
中
央
銀
行
吉
田
支
店

　

渡
邊
　
儀
春　
東
京
地
方
税
理
士
会
大
月
支
部

会　

長

　

細
田
　
幸
次　

㈱
富
士
山
ア
グ
リ
フ
ァ
ー
ム

副
会
長

　

川
上
洋
一
郎　

川
上
建
設
㈱

　

志
村
美
貴
代　

日
伸
総
建
㈱

　

山
口
　
照
義　

㈱
メ
イ
ト

　

梶
原
　
秀
博　

㈱
梶
原
工
業
所

　

吉
沢
　
秀
雄　

㈲
吉
沢
製
パ
ン

　

堀
江
　
俊
隆　

㈱
堀
江
製
作
所

　

吉
元
　
　
潤　

吉
田
精
工
㈱

専
務
理
事
兼
事
務
局
長

　

小
笠
原
能
久　

公
益
社
団
法
人
大
月
法
人
会

常
任
理
事

　

鈴
木
　
誠
一　

㈱
鈴
木
製
作
所

　

土
屋
き
よ
美　

㈱
土
屋
製
作
所

　

三
木
　
範
之　

甲
陽
産
業
㈱

　

天
野
　
太
文　

濱
野
屋
テ
ィ
ー
ト
ラ
ス
ト
㈲

　

越
石
　
賢
一　

㈱
ミ
ネ
ル
バ

　

餌
取
　
一
成　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

　

大
森
　
剛
仁　

㈱
大
森
工
務
所

　

堀
内
光
一
郎　

富
士
急
行
㈱

　

立
川
　
正
史　

秋
山
土
建
㈱

　

渡
邊
　
和
彦　

都
留
信
用
組
合

　

伊
東
　
貴
也　

伊
東
商
店
㈱

　

小
谷
田
　
融　

富
士
観
光
開
発
㈱

　

柏
木
お
さ
む　

㈲
フ
ロ
ス
ジ
ャ
パ
ン

　

高
村
　
浩
明　

富
士
水
熱
設
備
工
業
㈱

　

倉
澤
　
鶴
義　

㈱
協
和
生
コ
ン

理　

事

　

白
木
　
孝
郎　

三
共
建
設
㈱

　

守
屋
　
博
文　

㈱
ト
ー
ホ
ー

　

尾
形
　
　
直　

㈱
尾
形
製
作
所

　

市
川
　
公
子　

市
川
リ
ー
ス
㈱

　

内
藤
　
定
子　

㈱
ナ
イ
ト
ー
建
商

　

清
水
美
恵
子　

㈱
龍
美
建
設

　

西
室
　
信
男　

㈲
西
忠
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

　

平
井
　
　
勉　

㈱
平
井
製
作
所

　

井
上
　
博
之　

㈲
井
上
石
油

　

荻
原
　
秀
祥　

㈱
ユ
ー
シ
ン

　

赤
澤
　
克
夫　

山
二
商
事
㈱

　

金
巻
　
　
裕　

㈲
中
村
薬
局

　

山
口
　
光
子　

㈲
山
口
製
作
所

　

菊
地
　
明
久　

㈱
長
田
電
材
工
業

　

渡
邉
　
　
稔　

㈱
渡
辺
商
店

　

宮
下
　
完
爾　

㈱
マ
シ
ナ
リ
ー

　

山
下
佐
一
郎　

芙
蓉
実
業
㈱

　

桑
原
　
安
男　

㈱
桑
原
興
業

　

小
佐
野
昇
一　

㈲
こ
み
た
け
売
店

　

渡
邉
　
千
恵　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

　

奥
脇
　
芳
弘　

宮
川
電
気
㈱

　

横
打
香
代
子　

㈱
山
梨
重
機

　

白
井
恵
美
子　

エ
ス
プ
ラ
ン
㈱

　

大
森
　
保
廣　

㈱
大
森
林
業
所

　

三
浦
　
　
信　

三
浦
化
成
工
業
㈱

　

河
内
　
正
子　
㈲
サ
ン
ス
ペ
ー
ス
ア
メ
ニ
テ
ィ

　

外
川
　
桂
子　

㈲
山
岸
旅
館

　

井
出
　
泰
済　

㈱
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル

　

井
出
　
　
隆　

井
出
電
気
㈱

　

小
林
ゆ
く
よ　

㈱
コ
バ
ヤ
シ
工
業

監　

事

　

吉
野
　
保
美　

㈱
吉
野
土
建

　

小
林
　
清
哲　

㈲
小
林
仏
壇

　

佐
々
木
弘
之　

㈱
田
中
屋

理
事
相
当

　

吉
澤
　
武
司　

富
士
航
空
電
子
㈱

　

小
泉
　
裕
次　

㈱
ユ
ー
キ

　

小
林
　
宏
好　

大
一
木
材
㈱

　

市
川
　
賢
一　

㈲
大
中
精
機
製
作
所

　

土
屋
　
和
也　

㈲
土
屋
輪
業

　

天
野
　
統
一　

濱
野
屋
テ
ィ
ー
ト
ラ
ス
ト
㈲

　

西
室
　
将
士　

㈲
西
室
運
送

　

中
村
　
　
武　

中
村
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱

　

熊
坂
栄
太
郎　

㈲
丸
栄
不
動
産

　

奥
秋
　
公
大　

奥
秋
建
設
㈱

　

堀
内
　
慎
也　

堀
内
電
気
㈱

　

山
崎
　
泰
洋　

山
崎
織
物
㈱

　

小
池
　
久
司　

㈲
小
池
時
計
店

　

堀
内
　
　
満　

パ
イ
ロ
ッ
ト
測
量
設
計
㈱

　

渡
辺
　
浩
次　

渡
秀
工
業
㈱

　

中
村
　
　
元　

㈲
東
京
屋
製
菓

　

岩
田
　
伸
吾　

㈲
寿
司
華

　

渡
邊
　
三
雄　

三
和
建
設
㈱

　

白
須
　
一
政　

㈱
シ
ラ
ス
自
工

　

宮
下
　
　
崇　

テ
ク
ト
㈱

　

武
川
　
哲
也　

㈱
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
富
士
五
湖

　

相
川
三
七
男　

富
士
急
行
㈱

　

渡
辺
　
教
彦　

㈱
渡
辺
工
務
店

　

渡
邉
　
良
孝　

登
り
坂
石
油
㈱

　

渡
辺
　
松
氏　

㈲
旅
館
松
屋

　

三
浦
　
敬
伯　

㈱
サ
イ
コ

　

松
浦
　
潤
一　

㈱
エ
ム
テ
ィ
ー
シ
ー

　

大
石
　
秀
世　

㈱
ア
ト
ラ
ス
測
量

　

臼
井
佳
津
子　

㈱
臼
井
自
動
車

　

小
高
　
洋
子　

㈲
コ
タ
カ
電
化

　

佐
波
　
佳
子　

㈱
サ
ナ
ミ
製
作
所

　

堀
内
　
花
代　

堀
建
ト
ー
ヨ
ー
住
器
㈱

　

鶴
田
み
さ
子　

㈱
ツ
ル
タ

　

渡
邉
ふ
く
子　

㈱
渡
辺
商
店

　

外
川
正
知
恵　

㈲
天
下
茶
屋

　

渡
邉
　
林
美　

登
り
坂
石
油
㈱

　

中
村
　
勝
子　

㈱
オ
プ
ト
ナ
カ
ム
ラ

　

倉
澤
　
光
代　

㈱
協
和
生
コ
ン

（
★
印
は
新
任
）

大
月
法
人
会
役
員　
　
（
順
不
同
、
敬
称
略
）
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科　　　目 令和３年度予算 令和３年度決算 令和４年度予算

正味財産増減計算書合計表

700
7,312

12,879,000
8,700,000
9,649,700
1,706,000

100,000
801,200

33,843,912

25,137,091
10,315,921

3,525,791
38,978,803

△ 5,134,891
248,726,309
243,591,418

9,332,200
9,332,200

△ 9,332,200
0
0
0

243,591,418

700
5,427

12,874,000
3,241,000
9,849,700
1,578,000

84,000
88,575

27,721,402

22,967,794
6,011,047
3,472,615

32,451,456
△ 4,730,054
248,726,309
243,996,255

9,332,200
9,332,200

△ 9,332,200
0
0
0

243,996,255

Ⅰ．一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部
　(1) 経常収益
　　 基本財産運用益
　　 特定資産運用益
　　 受取会費
　　 事業収益
　　 受取補助金等
　　 受取負担金
　　 寄附金
　　 雑収益
　　経　常　収　益　計
　(2) 経常費用
　　 公益目的事業
　　 収益事業等
　　 管理費
　　経　常　費　用　計
当期一般正味財産増減額
　　一般正味財産期首残高
　　一般正味財産期末残高
Ⅱ．指定正味財産増減の部
　　受取補助金等
　　受取全法連助成金
　　受取県連助成金
　　一般正味財産への振替額
当期指定正味財産増減額
　　指定正味財産期首残高
　　指定正味財産期末残高
Ⅲ．正味財産期末残高

700
7,523

12,709,000
8,040,000
9,814,600
1,688,000

100,000
401,100

32,760,923

21,042,542
9,278,766
2,908,437

33,229,745
△ 468,822

243,996,255
243,527,433

9,297,100
9,297,100

△ 9,297,100
0
0
0

243,527,433

甲陽産業株式会社
〒409-0623 山梨県大月市七保町葛野858
TEL  0 5 5 4 - 2 3 - 2 0 1 0
FAX  0 5 5 4 - 2 3 - 2 5 8 5
URL  http://koyonama.com

生コンクリート製造販売・ユニットハウス製造販売

日本工業規格表示認証取得工場

生コンクリート製造販売・ユニットハウス製造販売
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支
部
活
動
報
告

富
士
吉
田
支
部
セ
ミ
ナ
ー

　

令
和
四
年
度
富
士
吉
田
支
部
セ
ミ
ナ
ー

を
六
月
二
十
二
日
㈫
ホ
テ
ル
鐘
山
苑
に
於

い
て
開
催
致
し
ま
し
た
。
開
会
に
あ
た
り

山
口
雄
一
統
括
国
税
調
査
官
よ
り
ご
挨
拶

を
頂
き
ま
し
た
。

　

第
一
部
の
税
務
研
修
会
で
は
「
消
費
税

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
に
つ
い
て
」
と
題
し
て

木
村
宏
大
月
税
務
署
法
人
課
税
第
一
部
門

審
理
上
席
国
税
調
査
官
よ
り
詳
し
く
解
説

し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

第
二
部
の
特
別
講
演
会
で
は
元
刑
事
の

森
透
匡
氏
を
お
招
き
し
て
「
元
刑
事
に
学

ぶ
！
ビ
ジ
ネ
ス
で
役
に
立
つ
ウ
ソ
や
人
間

心
理
の
見
抜
き
方
」
と
題
し
て
ご
講
演
を

頂
き
ま
し
た
。

シ
ョ
ン
」
の
二
つ
が
あ
る
そ
う
で
す
。「
目

は
口
ほ
ど
に
物
を
言
う
」
と
言
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
人
間
の
心
理
は
言
葉
以
上
に

こ
の
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
如

実
に
現
れ
る
そ
う
で
す
。
例
え
ば
、
職
務

質
問
の
際
、
質
問
に
し
っ
か
り
と
答
え
る

こ
と
が
で
き
て
い
て
も
、
過
剰
に
服
の
ポ

ケ
ッ
ト
に
手
を
入
れ
た
り
、
後
ろ
で
手
を

組
ん
だ
り
し
て
い
た
場
合
は
何
か
を
隠
し

た
い
と
い
う
気
持
ち
の
表
れ
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
と
い
う
こ
と
。
ま
た
、
身
分
証

明
書
を
提
示
す
る
際
に
手
が
震
え
て
い
た

り
、
座
っ
て
い
る
場
で
相
手
の
足
が
横
を

向
い
て
い
る
の
も
逃
げ
た
い
と
い
う
心
理

の
現
れ
だ
そ
う
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
の
動
物

行
動
学
者
デ
ズ
モ
ン
ド
・
モ
リ
ス
が
提
唱

し
た
「
人
間
動
作
で
信
頼
で
き
る
順
」
を

引
き
合
い
に
出
し
自
律
神
経
信
号
、
下
肢

信
号
、
体
幹
に
注
目
す
る
と
本
音
が
読
み

取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か

ら
日
常
生
活
や
ビ
ジ
ネ
ス
シ
ー
ン
で
ウ
ソ

を
見
抜
く
た
め
に
ど
こ
に
着
眼
す
べ
き
か

具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
解
説
さ
れ
、
言
葉

よ
り
相
手
の
仕
草
、
手
や
足
の
動
き
に
注

目
す
る
と
ウ
ソ
を
見
抜
き
や
す
く
な
り
ま

す
と
ア
ド
バ
イ
ス
さ
れ
ウ
ソ
の
見
抜
き
方

を
楽
し
く
勉
強
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

　

例
年
で
す
と
セ
ミ
ナ
ー
終
了
後
に
親
睦

交
流
会
を
行
う
の
で
す
が
コ
ロ
ナ
禍
と
い

う
こ
と
で
本
年
も
中
止
と
さ
せ
て
頂
き
ま

し
た
。
富
士
吉
田
支
部
セ
ミ
ナ
ー
の
開
催

に
あ
た
り
本
会
・
青
年
部
会
・
女
性
部
会

の
皆
様
に
は
ご
協
力
を
頂
き
ま
し
て
誠
に

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

富
士
吉
田
六
支
部
統
括
支
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

伊
東　

貴
也

　

講
演
冒
頭
で
は
ウ
ソ
の
見
抜
き
方
を
学

ぶ
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
と
ウ
ソ
の
種
類
に
つ

い
て
学
び
、
ウ
ソ
に
は
大
き
く
分
け
て
、

次
の
四
つ
の
種
類
が
あ
る
そ
う
で
す
。
①

調
和
の
ウ
ソ
→
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

し
て
必
要
な
ウ
ソ
②
着
飾
り
の
ウ
ソ
→
自

分
を
よ
く
見
せ
る
ウ
ソ
③
騙
し
の
ウ
ソ
→

詐
欺
④
防
御
の
ウ
ソ
→
自
分
を
守
る
た
め

の
ウ
ソ
①
②
④
は
悪
意
の
な
い
ウ
ソ
、
③

は
悪
意
の
あ
る
ウ
ソ
な
の
で
詐
欺
や
事
件

に
巻
き
込
ま
れ
な
い
た
め
に
も
こ
の
③
の

ウ
ソ
を
見
破
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
大
き

な
被
害
を
受
け
る
可
能
性
が
あ
る
こ
の
ウ

ソ
を
見
抜
く
技
術
を
教
え
ま
す
。
と
い
う

導
入
か
ら
今
回
の
講
演
テ
ー
マ
に
入
っ
て

い
き
ま
し
た
。

　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
に
は
、
言

葉
に
よ
る
「
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」

と
、
顔
の
表
情
や
、
身
振
り
手
振
り
な
ど

言
語
以
外
の
「
非
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

河
口
湖
東
西
支
部
役
員
会

八
月
三
日
㈬
　
富
士
レ
ー
ク
ホ
テ
ル

青
年
部
会
活
動
報
告

青
年
部
会
第
十
一
回
定
時
総
会

五
月
二
十
日
㈮
　
ハ
イ
ラ
ン
ド
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
＆
ス
パ

第
一
部
　
講
師
　
木
村
　
宏 

氏

第
二
部
　
講
師
　
森
　
透
匡 

氏
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税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
十
七
日
㈮
　
富
士
北
稜
高
等
学
校

税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
十
七
日
㈮
　
富
士
河
口
湖
町
役
場

税
に
関
す
る
標
語
お
願
い

六
月
十
七
日
㈮
　
富
士
河
口
湖
高
等
学
校

青
年
部
会
役
員
会
・
意
見
交
換
会

八
月
九
日
㈫
　
大
月
税
務
署

〒402-0035  山梨県都留市夏狩1641-1
 TEL 0554-45-1119　FAX 0554-45-3339

知事登録

○建築物環境衛生総合管理業　富 21 総 第2号

○貯水槽清掃業登録　富 21 貯 第5号

■総合ビル管理業（清掃・害虫・設備）

■清掃用品レンタル業務（マット・モップ・芳香剤）

■貯水槽清掃管理　■エアコン清掃（分解・点検）

■空気環境測定業　■各種クリーニング工事（ガラス・フロアー・ジュウタン）

■業務用トイレットペーパー・ペーパータオル・業務用ゴミ袋

代表取締役　越　石　賢　一
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部
会
長

　

吉
元
　
　
潤　

吉
田
精
工
㈱

幹
事
長

　

宮
下
　
　
崇　

テ
ク
ト
㈱

上
野
原
支
部
長

　

尾
形
　
　
直　

㈱
尾
形
製
作
所

大
月
支
部
長

　

西
室
　
信
男　

㈲
西
忠
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー

都
留
支
部
長

　

奥
秋
　
公
大　

奥
秋
建
設
㈱

富
士
吉
田
支
部
長
（
監
事
）

　

渡
邊
　
三
雄　

三
和
建
設
㈱

忍
野
・
山
中
湖
支
部
長

　

渡
辺
　
教
彦　

㈱
渡
辺
工
務
店

河
口
湖
支
部
長

　

渡
辺
　
松
氏　

㈲
旅
館
松
屋

会　

計

　

白
須
　
一
政　

㈱
シ
ラ
ス
自
工

大
月
副
支
部
長
（
親
睦
委
員
長
）

　

市
川
　
賢
一　

㈲
大
中
精
機
製
作
所

都
留
副
支
部
長

　

佐
藤
　
　
誠　

㈱
佐
藤
ダ
ン
ボ
ー
ル

富
士
吉
田
副
支
部
長

　

河
野
　
大
介　

㈲
河
野
保
険
事
務
所

河
口
湖
副
支
部
長

　

松
浦
　
潤
一　

㈱
エ
ム
テ
ィ
ー
シ
ー

事
業
委
員
長

　

武
川
　
哲
也　

㈱
Ｃ
Ａ
Ｔ
Ｖ
富
士
五
湖

広
報
委
員
長

　

堀
内
　
慎
也　

堀
内
電
気
㈱

幹　

事

　

宮
田
　
千
治　

ミ
ヤ
通
信
工
業
㈱

　

天
野
　
統
一　

濱
野
屋
テ
ィ
ー
ト
ス
ト
㈲

　

清
水
　
偉
也　

㈲
清
水
商
事
サ
ー
ビ
ス
工
場

　

白
輪
地
　
厚　

㈱
三
吉

　

平
井
　
　
勉　

㈱
平
井
製
作
所

　

小
泉
　
裕
次　

㈱
ユ
ー
キ

　

西
室
　
将
士　

㈲
西
室
運
送

　

野
武
　
直
記　

ユ
ニ
テ
ッ
ク
㈱

　

九
鬼
　
　
敦　

㈲
九
鬼
塗
装

　

細
田
　
浩
一　

㈱
セ
ン
ト
ラ
ル
モ
ー
タ
ー
ズ

　

本
田
　
　
剛　

㈱
中
村
酒
販

　

渡
辺
　
秀
行　

㈾
渡
辺
酒
店

　

小
林
　
大
希　

㈱
丸
大
産
業

　

岩
下
　
　
稔　

㈲
岩
下
産
業

　

金
巻
　
　
裕　

㈲
中
村
薬
局

　

白
須
　
資
望　

富
士
新
幸
㈱

　

鈴
木
　
雅
俊　

㈱
鈴
木
工
業

　

藤
本
　
秀
昭　

第
一
測
量
㈱

　

中
村
　
　
哲　

㈱
丸
正
電
器

　

平
井
　
尚
博　

㈲
平
井
製
作
所

　

桑
原
　
大
輔　

桑
原
電
業
㈱

　

羽
田
早
一
郎　

㈱
羽
田
印
刷　

　

佐
藤
　
浩
文　
㈲
ニ
ュ
ー
ス
セ
ン
タ
ー
サ
ト
ー

　

梶
原
　
　
洋　

船
津
観
光
㈱

　

小
佐
野
睦
浩　

㈲
小
佐
野
設
備

　

三
浦
雄
一
郎　

㈲
森
の
家
久
野
屋

監　

事

　

桑
原
　
　
誠　

秋
山
土
建
㈱

最
高
顧
問

　

天
野
　
喜
宗　

㈱
み
ど
り
や

　

小
佐
野
紀
之　

㈲
こ
み
た
け
売
店

　

細
谷
　
憲
二　

中
央
観
光
㈱

　

川
上
洋
一
郎　

川
上
建
設
㈱

　

小
佐
野
昇
一　

㈲
こ
み
た
け
売
店

顧　

問

　

守
屋
　
博
文　

㈱
ト
ー
ホ
ー

　

餌
取
　
一
成　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

　

井
上
　
博
之　

㈲
井
上
石
油

　

山
口
　
照
義　

㈱
メ
イ
ト

　

越
石
　
賢
一　

㈱
ミ
ネ
ル
バ

　

渡
辺
　
信
介　

㈲
湧
池

　

小
林
　
清
哲　

㈲
小
林
仏
壇

　

荻
原
　
秀
祥　

㈱
ユ
ー
シ
ン

　

吉
野
　
保
美　

㈱
吉
野
土
建

　

奥
脇
　
芳
弘　

宮
川
電
気
㈱

　

堀
江
　
俊
隆　

㈱
堀
江
製
作
所

　

赤
澤
　
克
夫　

山
二
商
事
㈱

　

柏
木
お
さ
む　

㈲
フ
ロ
ス
ジ
ャ
パ
ン

　

小
池
　
久
司　

㈲
小
池
時
計
店

　

中
村
　
　
武　

中
村
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
㈱

　

鈴
木
　
誠
一　

㈱
鈴
木
製
作
所

　

三
木
　
範
之　

甲
陽
産
業
㈱

　

山
下
佐
一
郎　

芙
蓉
実
業
㈱

　

深
沢
　
　
央　

な
だ
や
㈱

　

渡
邉
　
幸
男　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

　

伊
東
　
貴
也　

伊
東
商
店
㈱

　

三
浦
　
　
信　

三
浦
化
成
工
業
㈱

　

佐
々
木
弘
之　

㈱
田
中
屋

　

菊
地
　
明
久　

㈱
長
田
電
材
工
業

　

渡
邉
　
良
孝　

登
り
坂
石
油
㈱

  
青
年
部
会
役
員

　
　
　
　
　
　
　
　

 （
順
不
同
、
敬
称
略
）

一般乗用旅客自動車運送事業

吉田タクシー有限会社
本　社　〒403-0005 山梨県富士吉田市上吉田二丁目３番７号
　　　　TEL 0555-22-0378㈹・FAX 0555-22-6636

代表取締役　渡　邉　幸　男
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女
性
部
会
活
動
報
告

女
性
部
会
第
十
一
回
定
時
総
会

五
月
二
十
日
㈮
　
ハ
イ
ラ
ン
ド
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
＆
ス
パ

役
員
会
・
特
別
研
修
会

四
月
二
十
六
日
㈫
　
ホ
テ
ル
鐘
山
苑

都
留
支
部
税
務
研
修
会

七
月
五
日
㈫
　
あ
し
た
ば
硝
子
工
房

第
十
九
回
慰
問
活
動

六
月
六
日
㈪
　
富
士
山
荘
（
河
口
湖
支
部
）

大
月
支
部
税
務
研
修
会

五
月
二
十
日
㈮
　
ハ
イ
ラ
ン
ド
リ
ゾ
ー
ト
ホ
テ
ル
＆
ス
パ
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の
も
の
で
し
た
が
、
公
共
施
設
パ
ネ
ル
貼

り
付
け
や
ア
ニ
メ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
等
に
進
ん
だ
と

き
に
は
笑
顔
が
見
ら
れ
て
ホ
ッ
と
し
ま
し

た
。
最
後
の
一
億
円
登
場
に
は
大
喜
び
、

重
い
ね
、
一
人
で
は
持
っ
て
逃
げ
ら
れ
な

い
ね
、
と
大
満
足
で
し
た
。

　

六
月
二
十
一
日　

租
税
教
室
二
回
目
は

西
桂
小
学
校
で
の
開
催
。
講
師
は
五
年

振
り
二
度
目
と
な
る
私
鶴
田
が
務
め
ま
し

た
。
ア
シ
ス
タ
ン
ト
も
昨
日
と
異
な
り
初

め
て
で
六
年
生
四
十
二
名
を
前
に
、
メ
ン

バ
ー
全
員
が
内
心
は
ド
キ
ド
キ
も
の
で
し

た
。
校
長
・
教
頭
先
生
も
出
席
さ
れ
、
礼

儀
正
し
い
児
童
と
一
緒
に
税
金
は
な
ぜ
納

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
、
何
に
使
わ

れ
て
い
る
の
か
、
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
税

金
の
大
切
さ
を
学
ん
で
頂
け
た
事
と
思
い

ま
す
。
数
年
後
に
は
こ
の
子
供
た
ち
も
納

税
者
に
成
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
納
税
者
と

し
て
誇
り
を
も
っ
て
税
金
を
納
め
て
貰
え

る
日
の
来
る
こ
と
を
期
待
し
て
学
校
を
後

に
し
ま
し
た
。

　

七
月
二
日　

清
水
浩
喜
禾
生
第
一
小
学

校
長
を
訪
問
し
、
税
金
絵
は
が
き
コ
ン

ク
ー
ル
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
ま
し
た
。

　

今
年
は
租
税
教
室
及
び
税
金
絵
画
コ
ン

ク
ー
ル
を
二
校
へ
お
願
い
し
、
税
金
絵
は

が
き
コ
ン
ク
ー
ル
を
三
校
へ
お
願
い
し
ま

し
た
。
夏
休
期
間
に
頑
張
っ
て
描
い
て
頂

き
、
立
派
な
作
品
が
沢
山
集
ま
り
、
表
彰

式
で
受
賞
児
童
の
喜
ぶ
姿
が
見
ら
れ
る
こ

と
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。
関
係
各
位

に
お
か
れ
ま
し
て
は
な
お
一
層
の
ご
支
援

と
ご
協
力
の
程
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

女
性
部
会
都
留
支
部
長　

鶴
田
み
さ
子

小
学
生
租
税
教
室
と

税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル

及
び
税
金
絵
は
が
き

コ
ン
ク
ー
ル
の
経
過
報
告

　

毎
年
十
一
月
十
一
日
か
ら
行
わ
れ
る

「
税
を
考
え
る
週
間
」
に
先
が
け
、
女
性

部
会
が
主
催
す
る
令
和
四
年
度
小
学
生
租

税
教
室
並
び
に
税
金
絵
画
・
税
金
絵
は
が

き
コ
ン
ク
ー
ル
の
事
業
を
都
留
支
部
が
担

当
。
以
下
経
過
を
報
告
し
ま
す
。

　

二
月
八
日　

川
村
達
彦
西
桂
町
教
育
長

並
び
に
上
野
清
都
留
市
教
育
長
を
訪
問
。

租
税
教
室
・
税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
の
趣

旨
を
ご
理
解
頂
き
、
西
桂
町
立
西
桂
小
学

校
及
び
都
留
市
立
東
桂
小
学
校
で
の
実
施

の
内
諾
を
頂
き
ま
し
た
。

　

三
月
九
日　

山
崎
泰
洋
西
桂
町
長
並
び

に
高
尾
貞
明
西
桂
小
学
校
長
、
堀
内
富
久

都
留
市
長
並
び
に
渡
邉
雅
彦
東
桂
小
学
校

長
を
訪
問
。
当
事
業
実
施
に
係
る
ご
協
力

と
併
せ
て
、
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
に
お
け
る

都
留
市
長
賞
、
西
桂
町
長
賞
選
定
等
に
係

る
ご
後
援
の
快
諾
を
頂
き
ま
し
た
。

　

六
月
七
日　

大
月
税
務
署
会
議
室
に
於

い
て
租
税
教
室
講
習
会
を
実
施
。
甲
府
税

務
署
広
報
広
聴
官
よ
り
支
部
部
会
員
十
二

名
が
指
導
を
受
け
ま
し
た
。

　

六
月
十
五
日　

本
番
を
間
近
に
控
え
大

月
法
人
会
館
に
於
い
て
租
税
教
室
の
リ

ハ
ー
サ
ル
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

六
月
二
十
日　

租
税
教
室
一
回
目
は
東

桂
小
学
校
で
の
開
催
。
講
師
は
初
め
て
の

餌
取
由
香
利
部
会
員
で
し
た
が
、
六
年
生

五
十
三
名
を
前
に
、
大
月
税
務
署
山
口
統

括
官
、
志
村
女
性
部
会
長
、
小
笠
原
専
務

理
事
が
見
守
る
中
、
部
会
員
ア
シ
ス
タ
ン

ト
と
見
事
な
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
で
務
め
上
げ

ま
し
た
。
初
め
は
講
師
も
児
童
も
真
剣
そ

租税教室講習会（大月税務署）

租税教室リハーサル（大月法人会館）

租税教室　都留市立東桂小学校
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コ
ー
ラ
ス
部
長

　

渡
辺
な
お
み　

宝
福
祉
タ
ク
シ
ー

幹　

事

　

中
原
　
智
子　

㈱
中
原
製
材
所

　

石
井
　
明
美　

㈲
島
田
交
通

　

高
橋
　
式
子　

㈱
高
橋
建
設

　

臼
井
佳
津
子　

㈱
臼
井
自
動
車

　

市
川
　
公
子　

市
川
リ
ー
ス
㈱

　

小
高
　
洋
子　

㈲
コ
タ
カ
電
化

　

小
林
　
聖
子　

ネ
ス
エ
ン
タ
ー
プ
ラ
イ
ズ
㈱

　

湖
山
　
和
子　

㈱
湖
山
商
事

　

川
村
　
真
弓　

立
正
堂
印
刷
㈲

　

小
林
登
喜
子　

㈲
神
戸
電
工

　

白
川
　
敏
子　

山
陽
精
工
㈱

　

山
口
　
輝
子　

㈲
山
口
乳
業

　

石
井
　
清
子　

規
予

　

藤
江
　
一
枝　

㈱
共
立
機
械

　

功
刀
真
佐
美　

桂
商
会
㈱

　

山
口
　
光
子　

㈲
山
口
製
作
所

　

谷
内
江
美
子　

谷
内
建
設
㈱

　

程
原
　
洋
子　

㈱
ア
ウ
ラ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー

　

菅
谷
　
勝
子　

㈲
す
が
や

　

堀
内
　
花
代　

堀
建
ト
ー
ヨ
ー
住
器
㈱

　

佐
波
　
佳
子　

㈱
サ
ナ
ミ
製
作
所

　

餌
取
由
香
利　

㈲
印
刷
エ
ト
リ

　

浅
沼
　
歌
子　

富
岳
物
産
㈱

　

日
川
　
和
子　

㈲
日
川
時
計
店

　

田
辺
　
潤
子　

㈱
ま
る
さ
く
た
な
べ

　

伊
藤
　
道
子　

㈲
伊
藤

　

井
出
て
る
ゑ　

㈱
井
出
商
店

　

横
打
香
代
子　

㈱
山
梨
重
機

　

髙
橋
ま
す
子　
㈲
ボ
デ
ィ
シ
ョ
ッ
プ
キ
タ
フ
ジ

　

渡
邊
伊
寿
美　

㈲
ウ
イ
ス
テ
リ
ア

　

小
山
田
可
能
子　
㈲
富
士
エ
コ
ト
ー
プ
ミ
レ
ニ
ア
ム

　

池
上
美
奈
子　

㈱
池
上
工
務
所

　

渡
邉
　
林
美　

登
り
坂
石
油
㈱

　

梶
原
　
広
子　

船
津
観
光
㈱

　

中
村
　
勝
子　

㈱
オ
プ
ト
ナ
カ
ム
ラ

監　

事

　

倉
澤
　
光
代　

㈱
協
和
生
コ
ン

　

森
嶋
　
友
子　

㈱
弘
美
イ
ン
テ
リ
ア

顧　

問

　

奈
良
　
紀
子　

㈲
大
和
屋
薬
局

　

小
林
余
し
緒　

小
林
工
業
㈱

部
会
長

　

志
村
美
貴
代　

日
伸
総
建
㈱

副
部
会
長

　

内
藤
　
定
子　

㈱
ナ
イ
ト
ー
建
商

幹
事
長

　

小
林
ゆ
く
よ　

㈱
コ
バ
ヤ
シ
工
業

上
野
原
支
部
長
（
副
幹
事
長
）

　

土
屋
き
よ
美　

㈱
土
屋
製
作
所

大
月
支
部
長
（
副
幹
事
長
）

　

清
水
美
恵
子　

㈱
龍
美
建
設

都
留
支
部
長
（
事
業
委
員
長
）

　

鶴
田
み
さ
子　

㈱
ツ
ル
タ

富
士
吉
田
支
部
長
（
広
報
委
員
長
）

　

河
内
　
正
子　
㈲
サ
ン
ス
ペ
ー
ス
ア
メ
ニ
テ
ィ

河
口
湖
支
部
長
（
親
睦
委
員
長
）

　

外
川
　
桂
子　

㈲
山
岸
旅
館

会
計
（
河
口
湖
副
支
部
長
）

　

外
川
正
知
恵　

㈲
天
下
茶
屋

上
野
原
副
支
部
長
（
広
報
副
委
員
長
）

　

志
村
　
時
江　

ハ
リ
カ
上
野
原

大
月
副
支
部
長
（
親
睦
副
委
員
長
）

　

志
村
ひ
ろ
江　

志
村
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
店

都
留
副
支
部
長
（
親
睦
副
委
員
長
）

　

渡
邉
ふ
く
子　

㈱
渡
辺
商
店

富
士
吉
田
副
支
部
長
（
広
報
副
委
員
長
）

　

白
井
恵
美
子　

エ
ス
プ
ラ
ン
㈱

事
業
副
委
員
長

　

渡
邉
　
千
恵　

吉
田
タ
ク
シ
ー
㈲

  

女
性
部
会
役
員

　
　
　
　
　
　
　
　

 （
順
不
同
、
敬
称
略
）

租税教室　西桂町立西桂小学校

○
Ｙ
Ｃ
物
流  

株
式
会
社

　
（
大
月
市
大
月
町
真
木
青
木
原
一
八
二
三
―
一
）

　

代
表
取
締
役　

坂
本
　
貴
矢

○
株
式
会
社

　

は
く
ば
く
富
士
吉
田

　
（
富
士
吉
田
市
新
屋
一
六
六
〇
―
一
）

取
締
役
社
長　

市
川
　
　
剛

○
萱
沼
興
建  

株
式
会
社

　
（
富
士
吉
田
市
旭
五
―
九
―
一
〇
）

　

代
表
取
締
役　

萱
沼
　
　
登

○
有
限
会
社  

安
心
サ
ー
ビ
ス

　
（
南
都
留
郡
山
中
湖
村
山
中
一
四
九
八
―
一
）

　

代
表
取
締
役　

天
野
　
績
男

○
医
療
法
人
社
団

　

Ｆ
ｉ
ｒ
ｓ
ｔ 

Ｒ
ｅ
ｍ
ｅ
ｄ
ｙ

　
（
上
野
原
市
上
野
原
一
六
六
三
）

　

理
事
長　

佐
藤
　
裕
介

新
入
会
員
紹
介
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広
報
誌
封
入
作
業

四
月
二
十
八
日
㈭
　
大
月
法
人
会
館

正
副
税
制
委
員
長
会
議

六
月
六
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

正
副
研
修
委
員
長
会
議

七
月
十
四
日
㈭
　
大
月
法
人
会
館

大
月
税
務
署
人
事
異
動

新
旧
法
一
部
門
幹
部
挨
拶

七
月
五
日
㈫
　
大
月
法
人
会
館

大
月
税
務
署
新
署
長

新
課
長
挨
拶

七
月
二
十
五
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

正
副
会
長
大
月
税
務
署
新
署
長
へ
表
敬
訪
問

七
月
二
十
九
日
㈮
　
大
月
税
務
署

広
報
委
員
会

七
月
二
十
一
日
㈭
　
大
月
法
人
会
館
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まずは、ご相談ください！ お見積りいたします‼

〒402-0052  山梨県都留市中央二丁目7番24号  
TEL 0554ー43ー3451  FAX 0554ー43ー6923  E-mail  info@p-etori.com

有限会社 印刷エトリ

冊子  名刺  チラシ  ポスター  パンフレット  挨拶状  はがき  賞状  封筒  伝票

ご依頼ご相談はこちらから

デザインから印刷全般（県内外、多数の取引実績あり）

決
算
法
人
説
明
会

五
月
二
十
三
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

六
月
二
十
八
日
㈫
　
富
士
吉
田
市
民
会
館
小
ホ
ー
ル

八
月
二
十
二
日
㈪
　
大
月
法
人
会
館

県
連
税
制
委
員
会

六
月
十
日
㈮
　
甲
府
法
人
会
館

イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
説
明
会

六
月
十
日
㈮
　
　
　
河
口
湖
町
役
場

六
月
二
十
一
日
㈫
　
大
月
税
務
署
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令
和
四
年
六
月
十
日
㈮
、
甲
府
法
人
会
館
に
於
い
て
県
連
税
制

委
員
会
が
開
催
さ
れ
、
県
下
４
単
位
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
税
制
改

正
提
言
書
及
び
「
税
制
改
正
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
」
に
よ

る
会
員
企
業
の
要
望
等
を
踏
ま
え
、
次
の
と
お
り
山
梨
県
連
提
言

書
と
し
て
全
法
連
へ
提
出
し
ま
し
た
。

　
一
般
社
団
法
人 

山
梨
県
法
人
会
連
合
会

令
和
五
年
度
税
制
改
正
に
関
す
る
提
言

総
　
論

　

政
府
は
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
指
針
２
０
２
１
の
経
済

社
会
の
構
造
変
化
に
対
応
し
た
税
制
改
正
改
革
等
に
つ
い
て
少
子

高
齢
化
、
働
き
方
・
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
多
様
化
、
デ
ジ
タ
ル
化
・

グ
ロ
ー
バ
ル
化
を
背
景
と
し
た
新
た
な
経
済
活
動
の
拡
大
な
ど
、

感
染
症
の
影
響
も
あ
り
、
経
済
社
会
の
構
造
変
化
が
加
速
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
変
化
を
踏
ま
え
、
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
に
向
け

た
経
済
構
造
の
転
換
・
好
循
環
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
応
能
負

担
の
強
化
等
に
よ
る
再
分
配
機
能
の
向
上
を
図
り
つ
つ
経
済
成
長

を
阻
害
し
な
い
安
定
的
な
税
収
基
盤
を
構
築
す
る
観
点
か
ら
税
体

系
全
般
の
見
直
し
等
を
進
め
、
適
正
・
公
平
な
課
税
の
実
現
に
対

す
る
信
頼
の
確
保
を
表
明
し
て
い
る
が
施
策
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い
る
の
は
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
羅
列
に
す
ぎ
な
い
。

　

近
年
の
税
制
の
動
向
を
見
る
と
「
公
平
・
中
立
・
簡
素
」
そ
し

て
負
担
能
力
に
応
じ
て
納
税
す
る
「
応
能
負
担
原
理
」
と
い
う
税

制
の
大
原
則
に
歪
み
が
生
じ
て
い
る
。
税
制
の
歪
み
を
正
し
日
本

活
性
化
の
導
火
線
と
す
べ
き
で
あ
る
。

財
政
の
健
全
化
に
向
け
て

　

財
務
省
が
発
表
し
た
日
本
の
借
金
は
、
２
０
２
１
年
度
末
で

１
２
４
１
兆
３
０
７
４
億
円
で
過
去
最
大
と
な
り
、ド
イ
ツ
、英
国
、

米
国
な
ど
の
先
進
国
と
比
較
し
て
劣
悪
な
状
態
に
陥
っ
て
い
る
。

　

政
府
は
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
２
０
２
１
」

で
デ
フ
レ
脱
却
・
経
済
再
生
に
取
り
組
み
６
０
０
兆
円
経
済
の

早
期
実
現
を
目
指
す
。
ま
た
、
財
政
健
全
化
目
標
に
つ
い
て
は

２
０
２
５
年
度
の
国
・
地
方
を
合
わ
せ
た
プ
ラ
イ
マ
リ
ー
バ
ラ
ン

ス
黒
字
化
を
目
指
し
同
時
に
責
務
残
高
対
Ｇ
Ｄ
Ｐ
比
の
安
定
的
な

引
き
下
げ
を
目
指
す
こ
と
を
堅
持
す
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
試
算

は
経
済
成
長
率
実
質
２
％
、
名
目
３
％
程
度
を
上
回
る
こ
と
を
前

提
に
し
て
い
る
が
、
１
９
９
１
年
か
ら
２
０
２
０
年
度
の
成
長
率

の
平
均
は
０
・
７
％
に
留
ま
っ
て
い
る
。

　

基
礎
的
財
政
収
支
を
黒
字
化
す
る
と
い
う
目
標
は
小
泉
政
権
が

２
０
０
２
年
に
掲
げ
、
２
０
１
０
年
代
初
頭
に
達
成
す
る
は
ず
で

あ
っ
た
が
、
２
度
の
消
費
税
増
税
を
経
た
今
で
も
実
現
で
き
て
い

な
い
。

　

政
府
の
従
来
の
試
算
は
補
正
予
算
を
前
提
と
し
て
い
な
い
が
実

際
に
は
毎
年
の
よ
う
に
大
型
補
正
を
組
み
目
玉
政
策
を
盛
り
込
ん

で
き
た
。
予
算
編
成
の
あ
り
方
を
見
直
す
な
ど
現
実
的
な
想
定
の

下
で
検
証
し
直
す
必
要
が
あ
る
。

社
会
保
障
制
度
に
つ
い
て

　

政
府
は
政
権
の
重
要
政
策
で
あ
る
「
人
へ
の
投
資
」
の
観
点
か

ら
子
育
て
支
援
の
強
化
や
勤
労
者
皆
保
険
の
実
現
、
家
庭
に
お
け

る
介
護
の
負
担
軽
減
な
ど
を
検
討
す
る
と
い
う
社
会
保
障
改
革
の

当
面
の
論
点
を
示
し
た
。

　

２
０
２
１
年
の
日
本
の
出
生
数
は
84
万
２
８
９
７
人
と
６
年
連

続
で
過
去
最
少
を
更
新
し
、
仕
事
と
育
児
の
両
立
支
援
の
充
実
な

ど
少
子
化
対
策
は
早
急
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ

る
。
育
児
や
介
護
と
両
立
し
や
す
い
労
働
環
境
を
作
る
に
は
ラ
イ

フ
サ
イ
ク
ル
や
家
庭
の
事
情
に
応
じ
て
多
様
な
働
き
方
を
選
択
で

き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
重
要
に
な
る
。
そ
れ
に
は
社
会
保
障
制

度
が
労
働
者
や
企
業
の
雇
い
方
の
選
択
を
ゆ
が
め
な
い
よ
う
に
す

る
改
革
が
肝
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
企
業
が
保
険
料
を
半
額
負
担
す
る
厚
生
年
金
、
健
康
保

険
が
適
用
さ
れ
る
パ
ー
ト
労
働
者
は
５
０
０
人
超
の
企
業
で
週
20

時
間
以
上
働
く
人
に
限
ら
れ
て
い
る
が
本
年
10
月
か
ら
従
業
員
の

基
準
が
１
０
０
人
超
に
広
げ
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
施
策
に
つ
い
て
は
理
解
で
き
る
が
、
最
重
要
課
題

の
ひ
と
つ
で
あ
る
給
付
と
負
担
の
見
直
し
は
先
送
り
さ
れ
た
。
社

会
保
障
給
付
は
２
０
２
１
年
度
予
算
ベ
ー
ス
で
１
２
９
・
６
兆
円
で

２
０
０
０
年
度
実
績
の
約
１
・
７
倍
に
膨
ら
ん
だ
。
現
役
世
代
の
負

担
増
を
や
わ
ら
げ
る
た
め
に
年
金
、
医
療
、
介
護
の
給
付
を
抑
制

し
つ
つ
負
担
能
力
の
あ
る
高
齢
者
に
も
っ
と
負
担
し
て
も
ら
う
等

の
改
革
が
急
務
で
あ
る
。

行
政
改
革
の
徹
底
に
つ
い
て

　

日
本
の
省
庁
や
自
治
体
は
役
割
分
担
や
管
轄
意
識
が
根
強
く
、

省
庁
や
自
治
体
を
ま
た
い
だ
デ
ー
タ
の
や
り
取
り
が
ス
ム
ー
ズ
に

行
え
ず
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
非
効
率
に
な
っ
て
い
る
。

　

省
庁
や
自
治
体
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
シ
ス
テ
ム
を
連
携
さ
せ

る
う
え
で
デ
ジ
タ
ル
庁
は
必
要
と
い
え
る
が
、
こ
れ
ま
で
も
政
府

は
Ｉ
Ｔ
化
に
よ
る
行
政
の
効
率
化
を
目
指
し
て
き
た
が
期
待
す
る

効
果
は
あ
が
っ
て
い
な
い
。

　

ま
た
、
昨
年
か
ら
議
論
さ
れ
て
き
た
国
会
議
員
の
文
書
通
信
交

通
滞
在
費
に
つ
い
て
も
与
野
党
協
議
会
で
日
割
支
給
を
可
能
に
す

る
こ
と
な
ど
が
大
筋
合
意
と
な
っ
た
が
法
改
正
は
見
送
ら
れ
た
ま

ま
遅
遅
と
し
て
改
革
が
進
ん
で
い
な
い
。

　

厳
し
い
経
済
状
況
の
中
、
国
民
に
痛
み
を
求
め
る
た
め
に
は
国
、

地
方
に
お
い
て
徹
底
し
た
改
革
を
速
や
か
に
実
行
す
べ
き
で
あ
る
。

　

以
下
の
諸
施
策
に
つ
い
て
期
限
を
定
め
改
革
を
断
行
す
る
こ
と

を
強
く
要
望
す
る
。

①
国
会
議
員
の
議
員
定
数
の
削
減
、
歳
費
の
抑
制
、
地
方
議
員
に 

　

つ
い
て
は
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
定
数
の
削
減
、
歳
費
の
抑
制

②
国
、
地
方
公
務
員
の
人
員
削
減
、
能
力
を
重
視
し
た
賃
金
体
系 

　

に
よ
る
人
件
費
の
抑
制

③
特
別
会
計
と
独
立
行
政
法
人
の
無
駄
の
削
減

④
政
党
助
成
金
の
削
減

法
人
税
関
係

１
．
法
人
税
改
革
の
必
要
性
に
つ
い
て

　

法
人
税
改
革
の
国
際
的
な
議
論
が
進
展
し
、
財
源
確
保
を
主
目

的
と
し
て
米
国
は
連
邦
法
人
税
率
を
21
％
か
ら
28
％
へ
の
引
き
上

げ
、
英
国
に
お
い
て
は
大
企
業
向
け
の
法
人
税
率
を
19
％
か
ら

25
％
へ
引
き
上
げ
る
こ
と
が
表
明
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
企
業
の
課
税
逃
れ
を
防
ぐ
た
め
の
最
低
税
率
に
つ
い
て

２
０
２
１
年
に
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
加
盟
国
を
含

む
お
よ
そ
１
４
０
の
国
が
最
低
税
率
を
「
少
な
く
と
も
15
％
」
と

す
る
こ
と
を
合
意
し
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
経
済
危
機
か

ら
脱
却
後
の
財
政
再
建
に
着
手
す
る
姿
勢
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

日
本
は
平
成
の
30
年
間
に
成
長
志
向
の
法
人
税
改
革
と
い
う
政

策
の
下
で
法
人
税
率
が
40
％
か
ら
23
・
２
％
ま
で
引
き
下
げ
ら
れ

た
。
そ
の
一
方
で
消
費
税
率
は
10
％
ま
で
引
き
上
げ
ら
れ
た
が
、

財
源
調
達
は
低
下
し
社
会
保
障
の
膨
張
に
よ
る
歳
出
増
に
追
い
つ

け
ず
国
と
地
方
の
財
政
赤
字
が
拡
大
し
た
。

　

国
・
地
方
の
債
務
残
高
が
１
２
０
０
兆
円
を
突
破
し
、
主
要
国

最
悪
の
財
政
状
況
を
考
え
れ
ば
他
国
に
先
ん
じ
て
法
人
税
改
革
の

議
論
を
打
ち
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　

コ
ロ
ナ
禍
が
続
く
中
で
の
増
税
議
論
に
は
懸
念
の
声
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、法
人
税
の
高
い
、低
い
を
判
断
す
る
に
は
法
人
税
、

法
人
住
民
税
、
法
人
事
業
税
を
合
せ
た
実
効
税
率
で
は
な
く
企
業

の
実
際
の
税
負
担
の
多
寡
を
示
す
数
値
（
法
人
税
等
÷
税
引
き
前

利
益
）
を
見
る
必
要
が
あ
り
、実
際
の
税
負
担
率
は
20
％
を
下
回
っ

て
い
て
実
効
税
率
29
・
74
％
の
６
割
弱
で
特
に
巨
大
グ
ロ
ー
バ
ル

企
業
の
負
担
率
が
低
く
、
一
方
で
中
小
企
業
は
法
定
税
率
に
近
い

負
担
に
な
っ
て
い
る
と
の
調
査
結
果
が
出
て
い
る
。

　

日
本
経
済
の
基
盤
で
あ
る
巨
大
企
業
が
実
際
に
は
ど
の
程
度
の

税
負
担
を
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
議
論
が
必
要
で
あ

り
、
企
業
が
蓄
え
た
内
部
留
保
は
４
８
４
兆
を
超
え
９
年
連
続
過

去
最
高
を
更
新
し
負
担
能
力
を
裏
付
け
て
い
る
。

２
．
受
取
配
当
等
の
益
金
不
算
入
制
度
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

現
行
の
受
取
配
当
金
等
の
益
金
不
算
入
制
度
は
株
式
の

１
０
０
％
を
保
有
す
る
完
全
子
会
社
や
持
ち
株
比
率
が
３
分
の
１

を
超
え
る
関
係
会
社
か
ら
の
株
式
配
当
金
は
全
額
が
益
金
不
算
入

に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、
持
ち
株
比
率
が
３
分
の
１
以
下
で
５
％
超
の
企
業
か
ら

の
配
当
金
は
半
額
を
益
金
算
入
、
持
株
比
率
が
５
％
以
下
の
場
合

は
配
当
金
の
20
％
が
益
金
算
入
と
な
っ
て
い
て
課
税
ベ
ー
ス
を
縮

小
し
て
い
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
受
取
配
当
金
の
課
税
除
外
は
株
式
投
資
の
配
当
だ
け
を
優

遇
す
る
措
置
で
あ
り
、
同
時
に
投
資
活
動
へ
注
力
で
き
る
ほ
ど
資

金
量
の
あ
る
大
企
業
に
対
し
て
も
優
遇
措
置
と
い
え
る
。
国
民
に

消
費
税
増
税
と
い
う
痛
み
を
強
い
て
い
る
こ
と
か
ら
大
企
業
に
も

応
分
の
負
担
を
求
め
る
べ
き
で
あ
る
。

３
．
中
小
企
業
の
基
準
見
直
し
に
つ
い
て

　

大
企
業
が
税
で
優
遇
を
受
け
る
こ
と
を
目
的
に
資
本
金
を
減
ら

し
て
中
小
企
業
に
な
る
動
き
が
続
い
て
い
る
。
外
形
標
準
課
税
導

入
直
後
の
２
０
０
５
年
度
２
万
８
千
社
あ
っ
た
適
用
対
象
企
業
が

２
０
１
９
年
度
は
２
万
社
に
減
っ
て
い
る
。

　

減
資
で
大
き
な
効
果
が
生
じ
る
の
は
都
道
府
県
に
納
税
す
る
法

人
事
業
税
の
外
形
標
準
課
税
で
あ
る
。
大
企
業
は
赤
字
で
も
人
件

費
な
ど
に
応
じ
て
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
中
小
企
業
に
な
れ

ば
課
税
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
収
益
力
な
ど
に
か
か
わ
ら
ず

資
本
金
の
区
分
で
税
負
担
が
違
う
こ
と
が
抜
け
穴
と
な
り
節
税
狙

い
の
減
資
が
可
能
と
な
っ
て
い
る
。

　

コ
ロ
ナ
禍
に
直
面
し
た
大
企
業
に
と
っ
て
減
資
は
経
営
難
を
乗
り

切
る
一
助
に
は
な
る
が
、
外
形
標
準
に
は
地
域
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を

活
用
し
て
い
る
以
上
赤
字
企
業
に
も
一
定
の
対
価
を
払
っ
て
も
ら
う

意
義
が
あ
る
た
め
、
経
営
難
だ
か
ら
と
い
っ
て
課
税
逃
れ
の
よ
う
な

動
き
を
認
め
れ
ば
外
形
標
準
の
理
念
が
空
洞
化
し
て
し
ま
う
。

　

と
こ
ろ
が
政
府
与
党
の
対
応
は
鈍
く
、
昨
年
の
税
制
改
正
で
は

ほ
と
ん
ど
議
論
さ
れ
ず
「
適
用
対
象
法
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
引

き
続
き
慎
重
に
検
討
を
行
う
」
と
書
か
れ
た
だ
け
で
あ
る
。

　

外
形
標
準
課
税
は
す
べ
て
の
企
業
を
対
象
と
す
る
の
が
理
想
で

あ
る
が
、
中
小
企
業
が
価
格
交
渉
等
で
弱
い
立
場
に
立
た
さ
れ
て

い
る
こ
と
も
念
頭
に
置
き
、
課
税
の
線
引
き
を
資
本
金
で
は
な
く
、

売
上
高
や
総
資
産
な
ど
、
よ
り
事
業
規
模
を
適
切
に
と
ら
え
る
指

標
に
改
め
る
べ
き
で
あ
る
。

４
．
役
員
給
与
の
損
金
算
入
に
つ
い
て

　

使
用
人
に
対
す
る
給
与
は
原
則
損
金
算
入
さ
れ
る
が
、
役
員
給

与
に
つ
い
て
は
、一
定
の
給
与
以
外
の
も
の
は
損
金
不
算
入
と
な
っ

て
い
る
。

　

役
員
給
与
は
職
務
執
行
の
対
価
で
あ
り
、
恣
意
性
の
あ
る
も
の

な
ど
課
税
上
弊
害
が
あ
る
も
の
を
除
い
て
損
金
算
入
で
き
る
よ
う

に
見
直
す
こ
と
。

　

ま
た
、
業
績
連
動
給
与
に
つ
い
て
経
営
者
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

を
高
め
る
観
点
か
ら
同
族
会
社
も
一
定
の
要
件
の
も
と
に
損
金
算

入
を
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

５
．
慶
弔
費
等
の
交
際
費
か
ら
の
除
外
に
つ
い
て

　

法
人
が
支
出
す
る
交
際
費
等
の
額
は
冗
費
を
節
約
し
て
企
業
の

自
己
資
本
を
充
実
し
、
企
業
の
体
質
強
化
を
図
る
と
い
う
政
策
的

見
地
等
か
ら
法
人
税
法
上
そ
の
全
額
又
は
一
部
の
金
額
は
損
金
不

算
入
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
得
意
先
、
仕
入
先
等
の
慶
弔
に

際
し
支
出
す
る
金
品
等
の
費
用
に
つ
い
て
は
社
会
通
念
上
必
要
で

あ
る
た
め
、
通
常
要
す
る
金
額
の
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
要
件
と

し
て
交
際
費
か
ら
除
外
す
べ
き
で
あ
る
。

６
．
中
小
企
業
の
活
性
化
に
資
す
る
措
置

⑴
中
小
法
人
の
軽
減
税
率
に
つ
い
て

　

中
小
法
人
（
資
本
金
１
億
円
以
下
で
資
本
金
５
億
円
以
上
で
あ

る
法
人
の
１
０
０
％
子
法
人
で
な
い
法
人
）
の
軽
減
税
率
（
所
得

金
額
８
０
０
万
円
以
下
の
税
率
15
％
）
は
時
限
措
置
と
な
っ
て
い

て
、
２
０
２
３
年
４
月
１
日
開
始
事
業
年
度
以
後
は
19
％
に
引
き

上
げ
ら
れ
る
。

　

中
小
企
業
活
性
化
の
た
め
に
原
行
の
15
％
を
本
則
化
す
る
と
と

も
に
、
１
９
８
１
年
以
来
８
０
０
万
円
以
下
に
据
え
置
か
れ
て
い

る
軽
減
税
率
適
用
所
得
金
額
を
１
６
０
０
万
円
程
度
に
引
き
上
げ

る
こ
と
。

⑵
中
小
企
業
の
減
価
償
却
方
法
に
つ
い
て

　

２
０
１
６
年
度
税
制
改
正
で
建
物
附
属
設
備
及
び
構
築
物
の
償

却
方
法
に
つ
い
て
定
率
法
が
廃
止
さ
れ
、
定
額
法
に
変
更
さ
れ
た
。

ま
た
、
全
て
の
固
定
資
産
に
つ
い
て
も
定
額
法
に
一
本
化
す
べ
き

と
の
議
論
が
あ
る
。

　

し
か
し
、
車
両
や
機
械
装
置
な
ど
の
固
定
資
産
は
使
用
期
間
に

均
等
に
価
値
が
減
少
し
て
い
く
の
で
は
、
早
期
の
費
用
化
が
抑
制

さ
れ
、
中
小
企
業
に
と
っ
て
は
設
備
投
資
意
欲
の
減
退
の
懸
念
が

あ
る
た
め
定
率
法
と
の
選
択
適
用
を
認
め
る
こ
と
。

⑶
中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置

　

中
小
企
業
の
技
術
革
新
な
ど
経
済
活
性
化
に
資
す
る
措
置
と
し

て
以
下
の
と
お
り
制
度
を
拡
充
し
本
則
化
す
べ
き
で
あ
る
。

①
中
小
企
業
投
資
促
進
税
制
に
つ
い
て
は
、
対
象
設
備
・
品
目
を 

　

拡
充
し
、
中
古
設
備
も
含
め
る
べ
き
で
あ
る
。

③
少
額
減
価
償
却
資
産
の
取
得
価
額
の
損
金
算
入
特
例
措
置
に
つ 

　

い
て
は
、
損
金
算
入
の
上
限
（
合
計
３
０
０
万
円
）
を
撤
廃
し 

　

全
額
を
損
金
算
入
と
し
、
適
用
期
限
を
延
長
す
べ
き
で
あ
る
。

⑷
中
小
企
業
の
先
端
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
の
特
例
措
置

　

中
小
企
業
が
取
得
す
る
償
却
資
産
に
係
る
固
定
資
産
の
特
例
措

置
適
用
に
当
っ
て
は
手
続
き
を
簡
素
化
す
る
と
と
も
に
事
業
年
度

（
賦
課
期
日
）
が
迫
っ
た
申
請
や
認
定
に
つ
い
て
弾
力
的
に
対
処
す

べ
き
で
あ
る
。

⑸
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
へ
の
対
応

　

中
小
企
業
は
我
が
国
企
業
の
大
半
を
占
め
、
地
域
経
済
の
活
性

化
と
雇
用
の
確
保
な
ど
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
る
。
い
わ
ば
経
済

社
会
の
土
台
と
も
い
え
る
存
在
で
あ
り
、
こ
れ
が
立
ち
行
か
な
く

　
山
梨
県
連
令
和
五
年
度
税
制
改
正
に

　
関
す
る
提
言
を
全
法
連
へ
提
出
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な
れ
ば
、
経
済
全
体
に
と
っ
て
も
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
事
態
に

陥
る
。
政
府
と
自
治
体
は
複
雑
で
多
岐
に
わ
た
る
コ
ロ
ナ
対
策
の

周
知
・
広
報
を
徹
底
す
る
と
と
も
に
、
申
請
手
続
き
の
簡
便
化
や

ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
給
付
を
行
い
、
中
小
企
業
が
存
続
を
図
れ
る
よ

う
全
力
で
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
。

所
得
税
関
係

１
．
所
得
税
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

元
来
、
所
得
税
は
収
入
の
多
い
人
ほ
ど
適
用
さ
れ
る
税
負
担
率

が
高
く
な
る
累
進
課
税
制
度
と
な
っ
て
い
る
が
、
現
行
所
得
税
負

担
率
は
合
計
所
得
金
額
が
１
億
円
を
ピ
ー
ク
に
、
所
得
金
額
が
増

加
す
る
ほ
ど
減
少
す
る
逓
減
現
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
株
式

の
譲
渡
益
や
配
当
金
、
預
貯
金
や
債
券
の
利
子
と
い
っ
た
金
融
所

得
が
低
税
率
と
分
離
課
税
が
適
用
さ
れ
て
い
る
た
め
で
所
得
税
の

構
造
が
逆
進
的
に
な
っ
て
い
る
。

　

分
離
課
税
税
率
の
大
幅
な
引
き
上
げ
と
所
得
税
最
高
税
率
の

ア
ッ
プ
を
図
り
所
得
再
分
配
と
い
っ
た
基
幹
税
と
し
て
の
本
来
の

機
能
を
回
復
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．
災
害
控
除
制
度
の
創
設
に
つ
い
て

　

現
行
の
雑
損
控
除
は
災
害
に
よ
る
損
失
と
盗
難
、
横
領
に
よ
る

損
失
が
同
じ
取
扱
い
に
な
っ
て
い
る
。

　

近
年
は
各
地
で
大
規
模
な
自
然
災
害
が
起
き
て
い
る
。
災
害
に

よ
る
損
失
は
盗
難
、
横
領
に
よ
る
損
失
よ
り
も
多
額
に
な
っ
て
い

て
保
険
金
で
損
失
が
カ
バ
ー
で
き
き
れ
な
い
。
救
済
策
と
し
て
雑

損
控
除
か
ら
独
立
し
た
控
除
の
創
設
を
要
望
す
る
。

３
．
各
種
控
除
制
度
の
見
直
し

　

所
得
税
に
関
す
る
各
種
控
除
は
、
社
会
変
化
に
対
応
す
べ
き
で

あ
る
が
、
現
行
制
度
の
中
で
給
与
所
得
控
除
、
公
的
年
金
控
除
の

引
き
下
げ
や
基
礎
控
除
の
引
き
上
げ
又
、
ひ
と
り
親
控
除
の
創
設

等
に
よ
り
複
雑
化
が
著
し
く
、
事
務
負
担
な
ど
が
増
加
し
て
い
る

た
め
、
整
理
・
合
理
化
を
図
る
べ
き
で
あ
る
。
整
理
・
合
理
化
に

あ
た
っ
て
は
、
税
制
だ
け
で
は
な
く
、
社
会
保
障
制
度
の
在
り
方

な
ど
も
一
体
と
し
て
働
き
方
改
革
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
な
る
よ

う
多
角
的
な
検
討
を
求
め
る
。

４
．
年
少
扶
養
控
除
の
復
活
に
つ
い
て

　

年
少
扶
養
控
除
は
子
供
手
当
の
創
設
に
伴
い
、
２
０
１
１
年
度

に
廃
止
さ
れ
た
。
し
か
し
２
０
１
２
年
度
に
は
子
供
手
当
が
廃
止

さ
れ
、
児
童
手
当
に
改
組
さ
れ
た
。
児
童
手
当
は
０
歳
か
ら
中
学

校
卒
業
ま
で
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
者
に
支
給
さ
れ
る
が
所
得

制
限
が
あ
り
、
所
得
制
限
の
前
後
で
児
童
手
当
を
含
め
た
世
帯
収

入
の
逆
転
現
象
が
生
じ
る
問
題
も
あ
る
。
出
産
と
子
育
て
は
全
て

の
世
帯
に
と
っ
て
担
税
力
が
減
殺
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
子
育
て

支
援
は
実
効
性
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
児

童
手
当
の
あ
り
方
を
見
直
し
、
年
少
扶
養
控
除
を
復
活
す
る
べ
き

で
あ
る
。

５
．
源
泉
所
得
税
の
納
付
期
限
に
つ
い
て

　

我
が
国
の
取
引
の
決
済
は
ほ
と
ん
ど
が
月
末
に
行
わ
れ
て
お
り
、

諸
公
課
の
納
期
限
も
お
お
む
ね
月
末
と
な
っ
て
い
る
。
源
泉
徴
収

義
務
者
の
事
務
効
率
の
観
点
か
ら
納
付
期
限
を
給
与
等
の
支
払
月

の
翌
月
末
日
に
、
納
期
特
例
適
用
者
の
納
期
限
は

１
月
末
日
と
７
月
末
日
に
改
め
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

消
費
税
関
係

１
．
軽
減
税
率
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て

　

消
費
税
の
軽
減
税
率
制
度
は
消
費
税
率
10
％
へ
の
引
き
上
げ
時

に
低
所
得
者
対
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
が
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決

済
で
の
買
い
物
へ
の
ポ
イ
ン
ト
還
元
、
プ
レ
ミ
ア
ム
商
品
券
の
発

行
等
に
よ
る
政
治
的
な
「
ば
ら
ま
き
」
に
よ
っ
て
、
歳
出
が
歳
入

を
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
。

　

法
人
会
は
こ
れ
ま
で
消
費
税
増
税
に
つ
い
て
事
業
者
の
事
務
負

担
増
、
税
制
の
簡
素
化
及
び
税
収
確
保
の
観
点
か
ら
、
税
率
10
％

ま
で
は
単
一
税
率
を
要
望
し
て
き
た
。「
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改

革
」
と
い
う
当
初
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
軽
減
税
率
制
度
を

廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
低
所
得
者
対
策
と
し
て
は
簡
素
な
給
付
措
置
の
実
施
を

要
望
す
る
。

２
．
事
業
者
免
税
点
制
度
の
廃
止
に
つ
い
て

　

基
準
期
間
の
課
税
売
上
高
１
、０
０
０
万
円
以
下
の
事
業
者
は
消

費
税
の
納
税
が
免
除
さ
れ
て
い
る
。
消
費
税
は
事
業
者
、
消
費
者

の
信
頼
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
制
度
で
あ
り
、
益
税
等
そ
の
信

頼
性
を
損
な
う
特
例
措
置
は
廃
止
す
べ
き
で
あ
る
。

３
．
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
）
に
つ
い
て

　

２
０
２
１
年
10
月
か
ら
適
格
請
求
書
等
保
存
方
式
（
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
）
に
係
る
登
録
事
業
者
の
申
請
が
開
始
さ
れ
、
２
０
２
３

年
10
月
か
ら
導
入
さ
れ
る
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
は
、
事
業
者
に
対
し

て
、
請
求
書
や
領
収
書
の
変
更
を
強
い
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に

免
税
事
業
者
は
適
格
請
求
書
を
発
行
で
き
な
い
た
め
、
対
事
業
者

取
引
か
ら
排
除
や
不
当
な
値
下
げ
を
強
い
ら
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
し
て
、
あ
え
て
課
税
事
業
者
に
な
る
こ
と
を
選
択
す
る
こ
と
が

考
え
ら
れ
る
が
、
消
費
税
相
当
額
の
転
嫁
が
困
難
な
ケ
ー
ス
も
あ

り
、
廃
業
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
事
業
者
が
増
え
る
可
能
性
も
あ
る
。

　

長
年
に
わ
た
り
、
帳
簿
お
よ
び
請
求
書
等
保
存
方
式
に
よ
り
、

所
得
課
税
と
消
費
税
の
計
算
が
一
体
的
に
計
算
で
き
る
仕
組
み
が

定
着
し
て
お
り
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
の
導
入
に
あ
た
っ
て
は
、
十

分
な
期
間
を
設
け
、
廃
止
を
含
め
、
慎
重
に
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

事
業
承
継
税
関
係

土
地
・
建
物
及
び
未
上
場
株
の
相
続
の
非
課
税
に
つ
い
て

　

非
上
場
株
の
相
続
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
事
業
承
継
も

実
現
し
や
す
い
。
さ
ら
に
事
業
に
供
し
て
い
る
土
地
と
建
物
が
相
続

時
に
非
課
税
と
な
れ
ば
経
済
の
活
性
化
に
も
つ
な
が
る
と
考
え
る
。

中
小
企
業
の
円
滑
な
事
業
承
継
を
進
め
る
た
め
に
も
、
事
業
用
資
産

の
土
地
・
建
物
及
び
非
上
場
株
の
相
続
税
を
非
課
税
と
す
る
こ
と
。

相
続
税
・
贈
与
税
関
係

１
．
相
続
税
の
課
税
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　

２
０
１
３
年
の
税
制
改
正
に
よ
り
、
２
０
１
５
年
１
月
１
日

以
降
の
遺
産
に
係
る
基
礎
控
除
額
（
５
、０
０
０
万
円
＋

１
、０
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
が
、（
３
、０
０
０
万
円

＋
６
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人
の
数
）
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
課
税

が
強
化
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
相
続
の
課
税
対
象
割
合
は
改
正
前

の
２
倍
程
度
に
な
っ
て
い
る
。
課
税
割
合
が
高
す
ぎ
る
た
め
、
基

礎
控
除
額
を
（
４
、０
０
０
万
円
＋
８
０
０
万
円
×
法
定
相
続
人

の
数
）
に
引
き
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
。

２
．
贈
与
税
基
礎
控
除
額
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て

　

現
行
の
贈
与
税
の
基
礎
控
除
額
は
２
０
０
１
年
に
１
１
０
万
円

に
拡
大
さ
れ
て
以
来
低
い
水
準
に
設
定
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
資

産
が
高
齢
者
に
偏
在
す
る
と
い
う
社
会
問
題
化
に
も
な
っ
て
い
る
。

若
年
層
へ
の
資
産
の
円
滑
な
移
転
の
促
進
に
よ
る
消
費
拡
大
に
寄

与
す
る
観
点
か
ら
も
基
礎
控
除
額
を
現
行
の
１
１
０
万
円
か
ら

２
０
０
万
円
へ
の
引
き
上
げ
を
要
望
す
る
。

３
．
相
続
時
精
算
課
税
制
度
非
課
税
枠
の
拡
大
等
に
つ
い
て

　

相
続
時
精
算
課
税
制
度
は
一
定
の
直
系
親
族
間
の
贈
与
に
認
め

ら
れ
た
特
例
と
し
て
、
２
、５
０
０
万
円
ま
で
の
贈
与
に
は
贈
与

税
が
か
か
ら
ず
、
贈
与
財
産
の
種
類
、
金
額
、
贈
与
回
数
、
年
数

に
制
限
が
な
く
早
期
に
若
年
者
に
多
額
の
財
産
を
移
転
で
き
る
メ

リ
ッ
ト
は
あ
る
も
の
の
、
内
容
の
複
雑
さ
や
、
ど
ん
な
場
合
に
適

し
て
い
る
か
が
分
か
り
づ
ら
く
、
利
用
し
た
こ
と
か
ら
発
生
す
る

デ
メ
リ
ッ
ト
も
多
く
、
利
用
す
る
人
が
少
な
い
の
が
現
実
の
よ
う

で
あ
る
。

　

非
課
税
枠
の
拡
大
を
含
め
利
用
し
や
す
い
制
度
に
見
直
し
を
要

望
す
る
。

印
紙
税
関
係

印
紙
税
の
廃
止
に
つ
い
て

　

印
紙
税
は
契
約
者
や
領
収
書
な
ど
の
「
紙
」
に
課
税
さ
れ
る
が

電
子
契
約
な
ど
デ
ジ
タ
ル
文
書
に
は
課
税
さ
れ
な
い
と
い
う
の
は

極
め
て
不
合
理
で
あ
り
、
デ
ジ
タ
ル
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ

ン
時
代
に
そ
ぐ
わ
な
い
た
め
廃
止
を
要
望
す
る
。

地
方
税
関
係

１
．
固
定
資
産
税
の
見
直
し
に
つ
い
て

　

固
定
資
産
税
は
地
価
の
長
期
的
な
下
落
に
も
関
わ
ら
ず
負
担
感

が
高
い
と
の
声
が
多
い
。
宅
地
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
実
勢
価
格

に
配
慮
し
た
評
価
、
居
住
用
家
屋
の
評
価
は
築
後
経
過
年
数
に
応

じ
た
評
価
方
法
に
す
る
な
ど
抜
本
的
な
見
直
し
を
要
望
す
る
。
加

え
て
地
方
都
市
の
活
性
化
に
向
け
て
、
空
き
店
舗
、
空
き
家
の
流

動
化
に
資
す
る
固
定
資
産
税
制
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
。

２
．
償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
廃
止
に
つ
い
て

　

償
却
資
産
に
対
す
る
固
定
資
産
税
は
、
中
小
企
業
に
も
課
税
さ

れ
る
た
め
、
中
小
企
業
の
設
備
投
資
を
阻
害
し
て
い
る
。
特
に
、

製
造
業
を
中
心
と
す
る
多
額
の
設
備
を
有
す
る
企
業
に
お
い
て
は
、

固
定
資
産
税
が
高
負
担
と
な
っ
て
お
り
、
企
業
収
益
を
圧
迫
し
、

企
業
競
争
力
に
悪
影
響
を
与
え
る
。
国
際
的
に
も
事
業
用
資
産
に

対
す
る
課
税
が
稀
で
あ
る
こ
と
か
ら
廃
止
を
要
望
す
る
。

３
．
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

　

不
動
産
業
者
が
商
品
と
し
て
仕
入
れ
る
土
地
や
建
物
は
販
売
を

目
的
と
し
て
取
得
す
る
も
の
で
取
得
者
が
使
用
す
る
も
の
で
は
な

い
。
不
動
産
取
得
税
の
減
免
又
は
免
税
を
要
望
す
る
。

４
．
超
過
課
税
に
つ
い
て

　

①
住
民
税
の
超
過
課
税
は
主
に
法
人
が
対
象
と
さ
れ
て
お
り
、

長
期
間
に
わ
た
っ
て
課
税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
も
多
く
、
課

税
の
公
平
を
欠
く
安
易
な
課
税
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
超
過
課

税
を
実
施
し
て
い
る
自
治
体
は
で
き
る
だ
け
早
く
標
準
税
率
に
戻

す
べ
き
で
あ
る
。

　

②
森
林
環
境
税
は
２
０
１
８
年
度
の
税
制
改
正
で
導
入
さ
れ
、

２
０
２
４
年
度
か
ら
住
民
税
に
一
律
１
、０
０
０
円
が
上
乗
せ
さ
れ

る
。
し
か
し
、
森
林
環
境
税
は
同
じ
森
林
整
備
の
名
目
で
す
で
に

全
国
37
府
県
で
独
自
に
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
導
入
し
て

い
る
県
に
と
っ
て
は
、２
０
２
４
年
度
以
降
は「
二
重
課
税
」と
な
っ

て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
制
度
開
始
ま
で
に
二
重
課
税
と
な
ら

な
い
よ
う
調
整
・
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

　

ま
た
、
森
林
環
境
税
を
財
源
と
し
て
自
治
体
に
配
る
森
林
環
境
譲

与
税
は
、
２
０
１
９
年
度
か
ら
市
区
町
村
及
び
都
道
府
県
へ
の
譲
与

が
始
ま
っ
て
、
使
い
道
が
森
林
整
備
及
び
そ
の
促
進
に
関
す
る
費
用

と
さ
れ
て
い
る
が
、
森
林
が
少
な
く
林
業
が
盛
ん
で
は
な
い
都
市
部

に
相
対
的
に
多
い
額
が
配
分
さ
れ
、
森
林
が
多
い
自
治
体
に
十
分
な

配
分
が
さ
れ
な
い
よ
う
な
算
定
基
準
と
な
っ
て
い
る
。
納
税
者
か
ら

納
得
が
得
ら
れ
る
算
定
基
準
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

そ
の
他

１
．
ガ
ソ
リ
ン
等
の
税
制
の
根
本
的
な
見
直
し
及
び
揮
発
油
税
へ

　
　

の
二
重
課
税
の
解
消
に
つ
い
て

　

揮
発
油
税
は
道
路
の
建
設
や
修
繕
を
目
的
と
す
る
た
め
の
目
的

税
と
し
て
徐
々
に
税
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
、
１
９
９
３
年
か
ら
ガ

ソ
リ
ン
１
ℓ
当
た
り
本
則
税
額
28
・
７
円
に
暫
定
税
額
分
25
・
１

円
を
加
え
た
53
・
８
円
の
税
額
が
続
い
て
い
る
。

　

本
来
時
限
期
間
で
あ
る
は
ず
の
税
額
が
長
年
に
わ
た
っ
て
お
り
、

使
用
目
的
も
道
路
財
源
で
は
な
く
一
般
財
源
に
当
て
ら
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
消
費
税
導
入
以
降
は
こ
の
揮
発
油
税
に
消
費
税
（
５
・

38
円
）
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
軽
油
に
は
軽
油
引
取
税
１
ℓ
当
た
り
本
則
税
額
15
円
の

ほ
か
17
・
１
円
の
暫
定
税
額
分
が
課
せ
ら
れ
て
い
る
。

　

最
近
の
原
油
価
格
高
騰
は
国
民
生
活
や
経
済
活
動
に
影
響
を
及

ぼ
し
、
ガ
ソ
リ
ン
の
全
国
平
均
価
格
が
３
か
月
連
続
で
１
６
０
円

を
超
え
た
場
合
、
ガ
ソ
リ
ン
税
を
25
・
１
円
引
き
下
げ
る
ト
リ
ガ
ー

条
項
の
発
動
も
検
討
さ
れ
た
が
、政
府
は
石
油
元
売
り
各
社
に
「
ガ

ソ
リ
ン
補
助
金
」
を
支
給
す
る
こ
と
で
、
ガ
ソ
リ
ン
価
格
を
維
持

す
る
政
策
を
と
っ
て
い
る
。
１
ℓ
当
た
り
補
助
金
は
当
初
予
定
し

て
い
た
上
限
の
２
５
円
を
超
え
て
２
０
２
２
年
５
月
末
現
在
で
は

36
・
１
円
と
な
っ
て
い
る
。
今
後
も
原
油
価
格
の
高
騰
が
続
け
ば
、

際
限
な
く
補
助
金
（
税
金
）
の
投
入
が
続
く
悪
循
環
に
陥
る
可
能

性
が
大
き
い
。
ま
た
消
費
者
に
と
っ
て
は
ガ
ソ
リ
ン
が
値
上
が
り

し
な
い
の
は
あ
り
が
た
い
が
、
結
果
的
に
別
の
形
で
消
費
者
の
税

負
担
増
は
避
け
て
通
れ
な
い
。

　

今
後
も
原
油
が
高
止
ま
り
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

国
民
生
活
や
経
済
活
動
に
必
要
不
可
欠
な
ガ
ソ
リ
ン
等
燃
料
の
適

正
価
格
の
在
り
方
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
源
の
多
様
化
や
省
エ
ネ
、
脱
炭

素
を
ど
う
す
る
の
か
な
ど
、
今
後
を
見
据
え
た
ガ
ソ
リ
ン
等
の
税

制
の
抜
本
的
な
見
直
し
と
揮
発
油
税
へ
の
二
重
課
税
を
直
ち
に
解

消
す
る
こ
と
を
要
望
す
る
。

２
．
震
災
復
興
に
つ
い
て

　

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
に
向
け
て
、
２
０
２
１
年
度
か
ら

２
０
２
５
年
度
ま
で
の
５
年
間
を
「
第
２
期
復
興
・
創
生
期
間
」

と
位
置
づ
け
、
こ
れ
ま
で
の
効
果
を
十
分
に
検
証
し
、
予
算
執
行

を
効
率
化
す
る
と
と
も
に
、
原
発
事
故
の
対
応
を
含
め
て
引
き
続

き
適
切
な
支
援
を
行
う
必
要
が
あ
る
。

３
．
租
税
教
育
に
つ
い
て

　

租
税
教
育
は
、
国
民
に
必
要
な
生
涯
教
育
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
そ
の
対
象
者
を
小
中
高
生
は
も
と
よ
り
大
学
生
や
社
会
人

に
ま
で
拡
充
さ
せ
る
こ
と
も
必
要
と
考
え
る
。

４
．
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
つ
い
て
は
、
課
税
の
公
平
を
図
る
と
と

も
に
電
子
政
府
の
実
現
を
見
据
え
て
、
各
行
政
機
関
が
連
携
し
、

行
政
全
般
の
適
正
処
理
と
効
率
化
及
び
国
民
の
利
便
性
の
向
上
に

資
す
る
一
方
で
、
手
続
の
簡
素
化
や
個
人
情
報
の
保
護
に
十
分
配

意
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
２
０
１
６
年
１
月
に
制
度
が
開
始
し
て
７
年
目
と
な
る

が
、
２
０
２
２
年
４
月
時
点
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
普
及
率

は
全
人
口
の
43
％
に
到
達
し
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
事
業
第
２
弾
実

施
等
に
よ
り
増
え
た
も
の
の
、
２
０
２
２
年
度
末
ま
で
に
全
国
民

に
普
及
さ
せ
る
政
府
目
標
達
成
は
困
難
と
見
ら
れ
る
。
政
府
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
普
及
に
向
け
て
、
２
０
２
１
年
10
月
か
ら
健

康
保
険
証
利
用
運
用
を
開
始
し
、
今
後
も
運
転
免
許
証
と
の
一
体

化
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
へ
の
搭
載
等
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
策
を
実
施

す
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
「
マ
イ
ナ
保
険
証
」
は
利
用
で
き
る

医
療
機
関
が
限
ら
れ
、
医
療
現
場
で
も
積
極
的
な
利
用
申
請
が
な

さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
目
標
と
す
る
「
行
政
の
効
率
化
」「
国
民
の

利
便
性
向
上
」
お
よ
び
「
公
平
・
公
正
な
社
会
の
実
現
」
は
、
国

民
が
実
感
で
き
る
水
準
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

デ
ジ
タ
ル
社
会
の
実
現
に
向
け
て
、
先
ず
は
国
民
の
理
解
を
得

て
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
を
普
及
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
個
人

情
報
保
護
や
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
面
に
は
十
分
留
意
し
た
う
え
で
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
の
利
活
用
の
推
進
に
向
け
た
制
度
の
見
直
し
を
含
め

国
民
へ
の
理
解
を
高
め
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
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大月税務署人事異動のお知らせ 令和 4 年 7 月 10 日

官 　 職 　 名
現　　　　任　　　　者

前　任　署 異　動　先氏　名 氏　名
前　　　　任　　　　者

署 　 　 　 長  佐藤　　清 東京局調査第三部調査第 33 部門 林　　英一 東京局調査第一部国際調査課

総 務 課 長  森田　政雄 東京局立川派遣納税者支援調整官 植山　和代 日本橋署　総務課長

管理運営・徴収統括官 井澤　隆広 （留任）  

個 １ 統 括 官  松本　卓雄 （留任）  

個 ２ 統 括 官  桶作　　聡 （留任）  

資 産 統 括 官  新井　秀宜 （留任）  

法 １ 統 括 官  下倉　貴幸 渋谷署　法６統括官 山口　雄一 （麹町署　審理専門官法人）

法 ２ 統 括 官  天野　忠人 （留任）  

法 ３ 統 括 官  窪澤　昭博 八王子署　法４統括官 石橋　大介 渋谷署　法 14 統括官

法１総括上席 河合　孝幸 新宿署　法３上席 熊本　　忠 青梅署　法１総括上席

法１審理上席 明石　裕也 神田署　法７調査官 木村　　宏 退職

　

前
大
月
税
務
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

林
　
　
英
一

　

私
は
こ
の
度
定
年
を
迎
え
、
大
月
税

務
署
長
離
任
の
運
び
と
な
り
ま
し
た
。

　

昨
年
７
月
の
着
任
以
来
、
１
年
間
と

い
う
短
い
期
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、

細
田
会
長
を
は
じ
め
と
し
て
役
員
並
び

に
会
員
の
皆
様
方
の
税
務
行
政
に
対
す

る
ご
支
援
と
ご
協
力
を
賜
り
、
無
事
に

職
責
を
全
う
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

改
め
て
、
こ
の
一
年
間
を
振
り
返
り

ま
す
と
、
依
然
と
し
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ

イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
の
影
響
を

受
け
、
納
税
表
彰
式
の
中
止
、
令
和
３

年
分
確
定
申
告
に
関
す
る
簡
易
な
方
法

に
よ
る
申
告
・
納
付
期
限
の
延
長
な
ど

に
加
え
、
貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
創

立
70
周
年
記
念
式
典
が
中
止
に
な
る
な

ど
、
様
々
な
行
事
が
大
き
な
影
響
を
受

け
る
状
況
に
あ
り
ま
し
た
。

　

そ
の
よ
う
な
中
で
も
、
皆
様
に
は
、

お
別
れ
の
御
挨
拶

下倉貴幸 法人１統括

佐藤清 署長

明石裕也 審理担当

森田政雄 総務課長

●
出
身
地

・
東
京
都
あ
き
る
野
市

●
趣
　
味

・
ス
ポ
ー
ツ
観
戦

●
モ
ッ
ト
ー

・
明
る
く
正
し
く

・
誠
意
を
も
っ
て

●
出
身
地

・
長
野
県
佐
久
市

●
趣
　
味

・
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ

●
モ
ッ
ト
ー

・
健
康
第
一

●
出
身
地

・
東
京
都
杉
並
区

●
趣
　
味

・
ス
ポ
ー
ツ

●
モ
ッ
ト
ー

・
前
向
き
に

●
出
身
地

・
兵
庫
県
神
戸
市

●
趣
　
味

・
犬
の
散
歩

●
モ
ッ
ト
ー

・
為
せ
ば
成
る

新
任
者
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル



　

大
月
税
務
署
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤
　
　
清

　

初
秋
の
候
、
公
益
社
団
法
人
大
月
法

人
会
の
会
員
の
皆
様
に
は
、
ま
す
ま
す

御
清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申
し
上
げ
ま

す
。

　

こ
の
度
の
人
事
異
動
で
大
月
税
務
署

長
を
拝
命
し
、
東
京
国
税
局
調
査
第
三

部
第
33
部
門
統
括
調
査
官
か
ら
参
り
ま

し
た
佐
藤
で
ご
ざ
い
ま
す
。
前
任
の
林

同
様
、
御
懇
情
賜
り
ま
す
よ
う
、
よ
ろ

し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
は
、
国
税
職
員
と
し
て
の
初
め
て

の
人
事
異
動
で
大
月
税
務
署
法
人
課
税

部
門
に
配
属
さ
れ
、山
梨
県
は
私
に
と
っ

て
大
変
思
い
出
の
あ
る
土
地
で
す
。
税

務
職
員
最
後
の
一
年
を
第
74
代
の
大
月

税
務
署
長
と
し
て
再
び
こ
の
土
地
で
勤

務
で
き
る
こ
と
と
な
り
、
当
時
と
立
場

は
変
わ
っ
た
も
の
の
楽
し
い
思
い
出
と

懐
か
し
さ
に
加
え
、
大
変
光
栄
に
思
う

気
持
ち
と
責
任
の
重
さ
に
改
め
て
身
の

引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

　

細
田
会
長
を
は
じ
め
大
月
法
人
会
会

員
の
皆
様
に
は
、
平
素
か
ら
税
務
行
政

の
円
滑
な
運
営
に
対
し
ま
し
て
、
深
い

理
解
と
多
大
な
る
御
協
力
を
賜
り
、
厚

着
任
の
御
挨
拶

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
正
し
い

税
知
識
の
普
及
活
動
を
目
的
と
し
た
各

種
説
明
会
・
研
修
会
を
開
催
さ
れ
る
ほ

か
、
納
税
道
義
の
高
揚
の
た
め
の
活
動

と
し
て
次
世
代
を
担
う
児
童
・
生
徒
を

対
象
に
「
租
税
教
室
」、
小
学
生
に
よ

る
「
税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」・「
税
に

関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー
ル
」
及
び

高
校
生
に
よ
る
「
税
の
標
語
募
集
」
を

開
催
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
域
に
根
ざ

し
た
社
会
貢
献
活
動
な
ど
に
熱
心
に
取

り
組
ん
で
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
こ

れ
も
ひ
と
え
に
、
細
田
会
長
を
は
じ
め
、

役
員
並
び
に
会
員
の
皆
様
の
ご
尽
力
の

賜
物
で
あ
る
と
、
深
く
敬
意
と
感
謝
の

意
を
表
す
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

さ
て
、
国
税
庁
で
は
「
税
務
行
政
の

デ
ジ
タ
ル
・
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
メ
ー

シ
ョ
ン
」
を
公
表
し
、「
あ
ら
ゆ
る
税

務
手
続
き
が
税
務
署
に
行
か
ず
に
で
き

る
社
会
」
の
実
現
を
進
め
て
お
り
ま
す
。

具
体
的
に
は
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

を
含
む
納
税
手
段
の
多
様
化
や
ｅ
―
Ｔ

Ａ
Ｘ
の
利
用
促
進
に
加
え
、
令
和
４
年

１
月
か
ら
は
税
務
調
査
で
提
出
を
求
め

ら
れ
た
資
料
に
つ
い
て
ｅ
―
Ｔ
Ａ
Ｘ
で

送
信
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
さ

ら
に
、
経
理
の
電
子
化
に
よ
る
生
産
性

及
び
記
録
水
準
の
向
上
の
た
め
、
令
和

３
年
度
税
制
改
正
に
お
い
て
電
子
帳
簿

保
存
法
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
こ

の
よ
う
に
、
税
務
行
政
を
取
り
巻
く
環

境
が
大
き
く
変
化
す
る
中
で
、
国
税
庁

の
使
命
で
あ
る
「
納
税
者
の
自
発
的
な

納
税
義
務
の
履
行
を
適
正
か
つ
円
滑
に
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実
現
す
る
」
た
め
、
納
税
者
の
皆
様
が

よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
申
告
や
納
税
の
手
続

き
を
行
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
納
税

者
サ
ー
ビ
ス
の
充
実
に
向
け
た
施
策
を

実
施
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と

同
時
に
、
貴
会
の
皆
様
の
税
務
行
政
に

対
す
る
ご
理
解
と
ご
協
力
が
不
可
欠
で

あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
の
で
、
今
後

と
も
税
務
行
政
全
般
に
対
し
ま
し
て
、

よ
り
一
層
の
お
力
添
え
を
賜
り
ま
す
よ

う
重
ね
て
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　

ま
た
、
皆
様
御
存
知
の
よ
う
に
、
令

和
５
年
10
月
か
ら
、
消
費
税
の
適
格
請

求
書
保
存
方
式
、
い
わ
ゆ
る
イ
ン
ボ
イ

ス
制
度
が
導
入
さ
れ
ま
す
。
令
和
５
年

10
月
か
ら
適
格
請
求
書
を
発
行
す
る
た

め
の
適
格
請
求
書
発
行
事
業
者
登
録
申

請
の
受
付
期
限
が
令
和
５
年
の
３
月
末

に
差
し
迫
っ
て
参
り
ま
し
た
。
本
制
度

は
こ
れ
ま
で
消
費
税
の
申
告
を
行
っ
て

こ
ら
れ
た
課
税
事
業
者
の
方
々
だ
け
で

な
く
、
免
税
事
業
者
の
方
々
に
も
影
響

を
及
ぼ
す
制
度
で
す
。
私
共
と
い
た
し

ま
し
て
は
、
制
度
の
円
滑
な
実
施
に
向

け
た
積
極
的
な
周
知
・
広
報
に
こ
れ
ま

で
以
上
に
取
り
組
ん
で
参
る
所
存
で
す

が
、
貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、
引
き

続
き
制
度
の
周
知
・
広
報
活
動
に
御
協

力
を
賜
り
ま
す
よ
う
重
ね
て
お
願
い
申

し
上
げ
ま
す
。

　

結
び
に
あ
た
り
ま
し
て
、
公
益
社
団

法
人
大
月
法
人
会
の
御
発
展
と
会
員
の

皆
様
方
の
御
健
勝
並
び
に
事
業
の
御
繁

栄
を
心
よ
り
祈
念
い
た
し
ま
し
て
、
私

の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
消
費
税
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
」
に
関
す

る
税
務
研
修
会
の
開
催
や
、
女
性
部
会
・

青
年
部
会
が
中
心
と
な
っ
た
「
小
学
生

の
税
金
絵
画
コ
ン
ク
ー
ル
」、「
小
学
生

の
税
に
関
す
る
絵
は
が
き
コ
ン
ク
ー

ル
」
並
び
に
「
高
校
生
の
税
に
関
す
る

標
語
」
の
事
業
の
実
施
な
ど
、
租
税
教

育
や
租
税
啓
蒙
活
動
に
お
力
添
え
を
い

た
だ
き
ま
し
た
。
実
施
に
は
難
し
い
判

断
も
お
有
り
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、

こ
れ
ら
の
活
動
に
取
り
組
ま
れ
ま
し
た

こ
と
に
つ
き
ま
し
て
改
め
て
深
く
感
謝

申
し
上
げ
ま
す
。

　

願
わ
く
は
、
皆
様
と
意
見
交
換
の
機

会
を
持
ち
、
様
々
な
お
話
を
さ
せ
て
い

た
だ
き
た
か
っ
た
と
こ
ろ
で
は
ご
ざ
い

ま
す
が
、
コ
ロ
ナ
禍
で
の
感
染
リ
ス
ク

を
考
慮
し
ま
す
と
、
そ
れ
が
叶
わ
な
い

の
も
止
む
を
得
な
い
状
況
で
あ
り
ま
し

た
。
皆
様
の
声
を
よ
り
良
い
税
務
行
政

に
活
か
す
た
め
に
も
、
こ
う
し
た
意
見

交
換
が
で
き
る
日
が
一
日
も
早
く
訪
れ

る
こ
と
を
心
よ
り
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
公
益
社
団
法

人
大
月
法
人
会
の
益
々
の
ご
発
展
と
、

会
員
の
皆
様
の
ご
健
勝
並
び
に
ご
事
業

の
ご
繁
栄
を
心
か
ら
祈
念
い
た
し
ま
し

て
、
お
別
れ
の
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

短
い
間
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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大月税務署からのお知らせ



（19）

大月税務署からのお知らせ
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❷
健 康 情 報

【自然免疫】
異物をその種類に関係なく非特異的に排除する仕

組み→もともと生まれつき備わっている。

【獲得免疫】
異物（抗原）を非自己と認識し、その種類に応じ

て特異的に排除する仕組み（適応免疫ともいう）

→あとから経験して身につく。

　さらに、獲得免疫は二つに分かれます。

簡単にまとめると、

【細胞性免疫】
局所的に起こり、主にＴ細胞やマクロファージな

どの細胞が中心になって抗原を直接排除する仕組み。

【体液性免疫】
主にＢ細胞と抗体が中心になって抗原を排除する仕

組み。

睡眠の見直しからはじめる睡眠の見直しからはじめる睡眠の見直しからはじめる

免疫力の高め方免疫力の高め方免疫力の高め方

自然免疫

獲得免疫

毎回同じように起きる。

２回目の感染時に強く起きる。

速いが弱い。

遅いが弱い。

表２　二つの生体防御反応
             （出典：『マンガでわかる免疫学』河本宏著、オーム社）

　免疫の仕組みは三つに大きく分かれます。

　① 病原体を「食べる」。
　② 感染細胞を「殺す」。
　③「抗体」で撃退する。　　

　簡単に流れを示すと、

　①はじめてウイルス A の攻撃を受ける。
　②まずは素早く直接食べにいく（自然免疫）。
　③獲得免疫が働く。感染細胞を殺す
        （特異的な抗体ができるまでには数日かかる）。
　④ 2 度目のウイルス A の攻撃を受ける。
　⑤自然免疫系は 1 度目同様に素早く反応。
　⑥獲得免疫系は記憶をもとに、素早くかつ
　　大量の細胞と抗体で撃退する。

  2）免疫とは？
①物理的・化学的な防御とは？
　この防御反応にプラスして異物排除のために工

夫する行動（自己管理手段）には、例えば、

　①手洗い、歯磨き、うがい、マスク着用など、 
　　細菌やウイルスの侵入リスクを下げる。
　②乾燥した冬季には、鼻や喉を乾燥させない
　　よう部屋の加湿をする（50 〜 60%）。
　③最近、胃腸の調子が気になるという人は
　　胃腸の働きを整える。

　このようなことも、自己管理対策の一つです。

②自然免疫と獲得免疫
　免疫は自然免疫と獲得免疫の二つに分かれます。

第 1 章　免疫ってなに？ つづき

図１　免疫細胞システム

表３　大まかな働きと免疫細胞
　　   （出典：『マンガでわかる免疫学』河本宏著、オーム社）

病原体を
「食べる」

感染細胞
を「殺す」

「抗体」で
撃退する

マクロファージ好中球

T 細胞
活性化マクロファージ

B 細胞

自然免疫

細胞性
免疫

体液性
免疫

獲得免疫
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神
社
め
ぐ
り
第52回

天
神
社
（
旧
指
定
村
社
）

鎮
座
地　

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
一
八
七
七

御
祭
神　

素
戔
嗚
尊　

菅
原
道
真
朝
臣

例
祭
日　

七
月
十
五
日

宮　
　

司　

長
田
敏
貴

総
代
長　

長
田
国
良

境
内
地　

二
三
、三
九
二
坪
九

氏
子
戸
数　

二
〇
〇
戸

崇
敬
者
数　

五
三
〇
人

由
緒
沿
革

　

平
野
天
神
社
は
往
古
よ
り
武
勇
の
祖
神
、

五
穀
の
神
、
産
業
の
神
、
厄
除
追
儺
の
神
と

し
て
、
又
学
問
の
神
、
文
化
医
療
の
神
と
し

て
代
々
伝
承
せ
ら
れ
、
人
々
の
生
活
の
よ
り

ど
こ
ろ
心
の
ふ
る
さ
と
と
な
っ
て
脈
々
と
受

け
継
が
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
起
源
は
平

安
末
期
第
六
十
六
代
一
条
天
皇
永
祚
元
年

（
九
八
九
年
）
で
、
山
中
湖
村
の
由
緒
あ
る

古
い
氏
神
様
で
あ
る
。



石
割
神
社

鎮
座
地　

南
都
留
郡
山
中
湖
村
平
野
一
九
七
九

御
祭
神　

天
手
力
男
命

例
祭
日　

四
月
九
日

宮　
　

司　

長
田
敏
貴

総
代
長　

長
田
良
貞

境
内
地　

一
一
〇
坪

氏
子
戸
数　

二
〇
〇
戸

崇
敬
者
数　

五
〇
〇
人

由
緒
沿
革

　

石
割
神
社
は
石
割
山
の
中
腹
に
鎮
座
ま
し
ま
す

神
社
で
、
昔
か
ら
の
言
ひ
伝
へ
は
天
の
岩
戸
で

大
岩
石
が
石
の
字
形
に
割
れ
、
高
さ
二
丈
も
あ
る

眞
中
を
巾
二
尺
余
り
鋭
い
刃
物
で
切
り
下
し
た
様

に
開
け
そ
の
合
間
を
三
回
く
ぐ
り
通
る
こ
と
に
よ

り
開
運
が
生
れ
る
と
云
は
れ
て
神
通
力
を
い
た
だ

く
、
又
そ
の
割
れ
目
か
ら
滴
り
落
ち
る
水
は
眼
病

や
皮
膚
病
に
き
き
、砂
は
浴
用
に
も
ち
ゐ
ら
れ
る
。
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